
34

T
O
P
I

C
S

1

ト
ピ
ッ
ク
ス
 

平
成
16
年
度
厚
生
労
働
省
予
算
案
の
ポ
イ
ン
ト
 

労
働
行
政
 

Business Labor Trend  2004.2

　
政
府
は
昨
年
一
二
月
二
四
日
の
閣
議
で
、

〇
四
年
度
予
算
の
政
府
案
を
決
定
し
た
。
一

般
会
計
の
総
額
は
約
八
二
兆
一
一
〇
〇
億
円

で
今
年
度
に
比
べ
〇
・
四
％
増
。
政
策
の
実

行
に
あ
て
る
一
般
歳
出
は
、
約
四
七
兆
六
三

〇
〇
億
円
と
ほ
ぼ
今
年
度
並
み
に
抑
え
て
い

る
。
そ
の
約
四
割
を
占
め
る
厚
生
労
働
省
予

算
は
、
前
年
度
よ
り
四
・
二
％
多
い
約
二
〇

兆
一
九
〇
一
億
円
。
う
ち
社
会
保
障
関
係
費

は
四
・
三
％
増
の
一
九
兆
六
三
六
八
億
円
で
、

一
般
会
計
全
体
の
四
分
の
一
に
の
ぼ
る
。
厚

労
省
関
係
の
重
点
要
求
は
、
少
子
・
高
齢
化

対
策
や
若
者
、
長
期
失
業
者
の
就
職
支
援
。

子
育
て
家
庭
支
援
（
三
二
七
五
億
円
）
や
多

様
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
（
三
四
五
六
億
円
）
の

ほ
か
、
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
機
会
の
確
保
な

ど
に
八
七
六
億
円
、
日
本
版
デ
ュ
ア
ル
シ
ス

テ
ム
な
ど
「
若
者
自
立
・
挑
戦
プ
ラ
ン
」
の

推
進
に
三
〇
一
億
円
、
成
功
報
酬
型
の
民
間

委
託
な
ど
失
業
者
の
特
性
に
応
じ
た
就
職
支

援
に
六
九
三
億
円
―
―
―
を
計
上
し
て
い
る
。 

   

雇
用
再
生

に
向
け
た
労
働
市
場
政
策 

　
失
業
を
長
期
化
さ
せ
な
い
た
め
の
対
策
と

し
て
新
た
に
実
施
す
る
の
は
、
会
社
都
合
で

離
職
あ
る
い
は
自
営
廃
業
し
た
三
五
歳
以
上

の
求
職
者
が
対
象
の「
就
職
実
現
プ
ラ
ン（
仮

称
）」（
一
三
億
円
）
だ
。
全
国
二
四
〇
人
の

「
再
就
職
プ
ラ
ン
ナ
ー
」
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
常
駐
さ
せ
、
求
職
者
個
人
ご
と
に
求
職
活

動
計
画
を
作
成
。
計
画
に
沿
っ
て
相
談
・
指

導
を
行
う
。
と
く
に
早
期
就
職
の
必
要
性
が

高
い
求
職
者
に
つ
い
て
は
、
全
国
に
五
〇
〇

人
い
る
専
任
支
援
員
「
就
職
支
援
ナ
ビ
ゲ
ー

タ
ー
」
を
、
二
〇
〇
人
増
員
し
支
援
す
る
（
四

四
億
円
）。 

 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
一
年
以
上
求
職
活
動
し

て
き
た
長
期
失
業
者
の
就
職
支
援
と
し
て
は
、

民
間
事
業
者
の
活
用
策
を
盛
り
込
ん
だ
。
報

酬
額
は
、
求
職
者
が
就
職
し
定
着
ま
で
至
っ

た
か
ど
う
か
で
差
を
つ
け
る
成
功
報
酬
型
と

し
、
緊
急
雇
用
創
出
基
金
か
ら
支
出
す
る
（
二

年
間
で
七
一
億
円
）。
北
海
道
・
東
京
・
大
阪

な
ど
大
都
市
圏
一
〇
地
区
で
先
行
実
施
す
る
。

大
都
市
圏
以
外
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
は
「
長

期
失
業
者
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」を
配
置（
六

七
〇
〇
万
円
）
し
、
効
率
的
で
き
め
細
か
な

支
援
を
行
う
。 
 

こ
の
ほ
か
地
域
主
導
に
よ
る
雇
用
対
策
の

推
進
に
九
六
億
円
を
配
分
し
、
市
町
村
や
地

元
経
済
界
に
よ
る
雇
用
創
出
の
た
め
の
取
り

組
み
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
。
ま
た
、
不
良

債
権
処
理
の
影
響
が
大
き
い
建
設
業
に
つ
い

て
、
二
三
億
円
を
投
入
し
て
労
働
者
が
リ
フ

ォ
ー
ム
な
ど
の
新
需
要
分
野
へ
ス
ム
ー
ズ
に

移
動
で
き
る
よ
う
、
相
談
窓
口
の
設
置
な
ど

の
体
制
を
整
備
す
る
。 

   

若
年
者

を
中
心
と
し
た
人
間
力
の
強
化 

 

若
年
者
の
職
業
的
自
立
を
図
る
た
め
の
重

点
施
策
の
軸
は
、昨
年
六
月
に
決
定
し
た「
若

者
自
立
・
挑
戦
プ
ラ
ン
」の
推
進（
三
〇
一
億

円
）
で
、
最
大
の
目
玉
は
日
本
版
デ
ュ
ア
ル

シ
ス
テ
ム
の
導
入
だ
。
学
卒
未
就
職
者
や
フ

リ
ー
タ
ー
対
策
と
し
て
七
五
億
円
を
投
入
し
、

初
年
度
で
四
万
人
を
訓
練
す
る
。
同
シ
ス
テ

ム
に
は
教
育
訓
練
型
、
企
業
雇
用
型
の
二
種

類
が
あ
り
、
来
年
度
は
教
育
訓
練
型
か
ら
着

手
す
る
。
教
育
訓
練
の
五
つ
の
活
用
類
型
の

う
ち
、
訓
練
期
間
が
五
カ
月
と
短
い
「
公
共

職
業
訓
練
活
用
型（
委
託
訓
練
活
用
型
）」
を

四
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
一
〇
月
に
残
り
の
四

類
型
「
公
共
職
業
訓
練
活
用
型（
専
門
課
程

活
用
型
）」、「
同（
普
通
課
程
活
用
型
）」、「
専

門
学
校
等
民
間
教
育
訓
練
機
関
活
用
型
」、

「
認
定
職
業
訓
練
活
用
型
」
が
続
く
計
画
だ
。

日
本
版
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
は
、
今
後
三
年

間
を
通
じ
た
重
点
施
策
と
な
る
。 

 

新
規
学
卒
者
の
職
場
定
着
を
進
め
る
対
策

と
し
て
は
、
若
年
者
ジ
ョ
ブ
サ
ポ
ー
タ
ー
一

一
八
二
人
を
全
国
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
配
置

す
る（
一
三
億
円
）。
中
学
、
高
校
在
学
中
の

職
業
理
解
の
促
進
か
ら
職
場
定
着
ま
で
マ
ン

ツ
ー
マ
ン
で
支
援
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県

の
要
請
に
応
じ
て
若
年
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
通
称
ジ
ョ
ブ
・

カ
フ
ェ
）
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
併
設
す
る
な

ど
、
地
域
と
の
連
携
を
図
る（
二
七
億
円
）。 

 

職
業
能
力
開
発
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
は
二

四
六
億
円
を
配
分
。
職
業
訓
練
か
ら
就
職
支

援
ま
で
一
貫
し
た
支
援
を
専
修
学
校
や
大
学

な
ど
に
委
託
し
、
「
求
人
ニ
ー
ズ
に
即
し
た

オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
型
訓
練
」
を
推
進
す
る
。

委
託
費
は
、
就
職
実
績
を
踏
ま
え
て
交
付
す

る
仕
組
み
だ
。 

   

次
世
代
育
成
支
援
対
策

の
推
進 

　
次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
う
ち
、
子
育
て

生
活
に
配
慮
し
た
働
き
方
の
改
革
に
は
一
五

億
円
を
計
上
し
た
。
う
ち
九
・
九
億
円
に
つ

い
て
は
、
同
省
が
昨
年
九
月
、
「
少
子
化
対

策
プ
ラ
ス
ワ
ン
」
の
な
か
で
掲
げ
た
育
児
休

業
の
取
得
率
目
標
（
男
性
＝
一
〇
％
、
女
性

＝
八
〇
％
）
の
達
成
に
向
け
、
育
児
休
業
代

替
要
員
確
保
等
助
成
金
な
ど
既
存
の
助
成
金

の
活
用
や
啓
発
に
集
中
的
に
取
り
組
む
。
ま

た
、
育
児
の
た
め
に
仕
事
を
辞
め
た
女
性
な

ど
の
再
就
職
希
望
者
に
対
す
る
「
チ
ャ
レ
ン

ジ
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
（
仮
称
）
も
ス

タ
ー
ト
す
る
（
四
億
円
）
。
東
京
は
じ
め
全

国
五
カ
所
に
、
専
門
相
談
員
を
配
置
。
職
場

復
帰
ま
で
に
必
要
な
職
業
能
力
開
発
な
ど
の

相
談
に
応
じ
る
ほ
か
、
キ
ャ
リ
ア
ブ
ラ
ン
ク

が
長
い
ケ
ー
ス
に
は
数
日
の
職
場
体
験
講
習

も
仲
介
。
そ
の
間
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
も
サ
ポ

ー
ト
す
る
。
就
職
先
の
あ
っ
せ
ん
は
し
な
い

が
こ
う
し
た
き
め
細
や
か
な
サ
ポ
ー
ト
に
よ

り
、
同
省
で
は
年
間
約
一
万
四
〇
〇
〇
人
の

再
就
職
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
き
る
と
見
込
ん

で
い
る
。 

　
昨
年
末
ま
で
雇
用
均
等
分
科
会
で
議
論
し
、

報
告（
建
議
）を
ま
と
め
た
育
児
介
護
休
業
法

の
改
正
に
つ
い
て
は
、
次
期
通
常
国
会
に
法

案
を
提
出
す
る
見
通
し
だ
が
、
こ
れ
と
両
輪
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（注）１．特別会計の金額は、それぞれの勘定の歳出額を合計したもの。ただし、労働保険
特別会計は徴収勘定を除いたもの。 

　　 ２．計数は、それぞれ四捨五入しているので、端数が合計と合致しないものがある 。 

平成16年度　厚生労働省予算案総括表 

一般会計 

・社会保障関係費 

・科学技術振興費 

・その他の経費 

厚生保険特別会計 

船員保険特別会計 

国立病院特別会計 

国民年金特別会計 

労働保険特別会計 

国立高度専門医療 
センター特別会計 

区　　分 

193,787 

188,291 

1,064 

4,432 

422,436 

781 

9,798 

221,392 

44,329 

－ 

平成15年度 
予算案 
（Ａ） 

201,910 

 196,391 

 1,077 

 4,442 

 429,407 

 724 

 － 

 228,761 

 42,518 

 1,448

平成16年度 
予算案 
（Ｂ） 

8,123 

 8,100 

 13 

 10 

 6,971 

 △56 

 △9,798 

 7,369 

 △1,811 

 1,448

増△減額 
（Ｂ）－（Ａ） 

の
立
法
措
置
で
あ
る
「
次
世
代
育
成
支
援
対

策
推
進
法
」（
一
部
を
除
き
〇
五
年
四
月
施
行
、

一
〇
年
間
の
時
限
立
法
）
の
準
備
段
階
と
し

て
は
、
好
事
例
集
や
事
業
主
に
対
す
る
相
談

な
ど
、
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
支
援

に
二
三
〇
〇
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。 

   

活
力

あ
る
高
齢
社
会
と
安
定
し
た
年
金
制
度 

　
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
に
併

せ
、
一
定
の
希
望
者
に
対
す
る
継
続
雇
用
制

度
の
適
用
を
義
務
化
す
る
な
ど
の
報
告
案
を
、

雇
用
対
策
基
本
問
題
部
会
が
近
く
ま
と
め
る
。

こ
れ
に
関
し
、
次
期
通
常
国
会
に
高
年
齢
者

雇
用
安
定
法
、
雇
用
対
策
法
の
改
正
案
を
提

出
し
、
年
金
改
正
法
案
と
一
括
審
議
さ
れ
る

見
通
し
だ
。 

 

六
五
歳
ま
で
の
雇
用
機
会
確
保
策
（
五
一

〇
億
円
）
と
し
て
、
同
省
が
来
年
度
実
施
す

る
目
玉
の
一
つ
が
「
高
齢
短
時
間
継
続
待
遇

制
度
」（
仮
称
）
の
新
設
。
同
制
度
は
従
業
員

が
六
〇
歳
以
上
の
任
意
の
時
点
で
、
同
一
の

労
働
条
件
（
時
間
あ
た
り
賃
金
、
賞
与
、
退

職
金
、
教
育
訓
練
、
福
利
厚
生
な
ど
）
の
も

と
、
短
時
間
労
働
（
週
二
〇
時
間
以
上
）
を

選
択
で
き
る
と
い
う
も
の
。
同
省
は
、
企
業

が
制
度
を
設
け
六
カ
月
以
上
の
適
用
者
が
出

た
場
合
に
、
企
業
規
模
に
応
じ
一
〇
〜
一
〇

〇
万
円
を
「
継
続
雇
用
制
度
奨
励
金
」
に
加

算
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。
加
算
部
分

だ
け
で
一
億
円
を
計
上
し
た
。 

 

中
高
年
の
再
就
職
強
化
策（
一
一
二
億
円

）

と
し
て
は
、「
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
働
け
る

社
会
の
実
現
に
向
け
た
基
盤
づ
く
り
事
業
」

の
創
設
に
三
億
円
を
投
入
。
事
業
で
は
、
高

齢
者
の
募
集
・
採
用
か
ら
定
着
ま
で
の
体
制

づ
く
り
に
関
す
る
好
事
例
を
継
続
的
に
収
集
。

全
国
高
齢
者
協
会
に
四
五
〇
人
程
度
い
る
高

齢
者
雇
用
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
、
個
別
企
業
の

相
談
・
援
助
に
応
じ
る
。 

   

多
様

な
働
き
方
を
可
能
に
す
る
労
働
環
境 

　
個
人
が
自
律
的
に
選
択
で
き
る
多
様
で
柔

軟
な
働
き
方
の
環
境
整
備
に
は
、
三
二
一
億

円
を
計
上
し
た
。
昨
年
一
〇
月
に
設
置
さ
れ

た
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
に
関
す
る
検
討
会

議
」
は
六
月
を
メ
ド
に
報
告
を
ま
と
め
る
予

定
で
、
こ
れ
に
併
せ
同
省
は
、
労
働
局
を
あ

げ
て
講
習
な
ど
を
実
施
。
仕
事
と
生
活
の
調

和
に
向
け
た
意
識
啓
発
に
着
手
す
る
（
二
五

〇
〇
万
円
）。昨
年
一
〇
月
に
指
針
を
改
正
し

た
パ
ー
ト
と
正
社
員
の
均
衡
処
遇
に
つ
い
て

は
、
導
入
相
談
に
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
派
遣
。

開
拓
モ
デ
ル
は
二
一
世
紀
職
業
財
団
の
業
種

別
使
用
者
会
議
で
普
及
す
る（
五
・
一
億
円
）。 

 

多
様
就
業
型
ワ
ー
ク
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
昨

年
一
〇
月
発
表
の
総
合
推
進

策
に
基
づ
き
、「
ワ
ー
ク
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
普
及
推
進
会
議
」

で
労
使
の
議
論
を
促
す
。
三

月
に
は
秘
訣
集
も
ま
と
め
る

予
定
。
さ
ら
に
二
・
四
億
円

か
け
て
、
情
報
サ
ー
ビ
ス
産

業
協
会
、
日
本
百
貨
店
協
会

な
ど
四
業
種
に
業
務
委
託
し
、

〇
五
年
度
末
ま
で
を
メ
ド
に

業
種
別
の
短
時
間
正
社
員
制

度
モ
デ
ル
を
開
発
す
る
。 

 
昨
年
五
月
に
新
指
針
を
通

達
し
た
賃
金
不
払
残
業
の
解

消
に
つ
い
て
は
、
一
・
三
億

円
か
け
て
監
督
指
導
体
制
を

強
化
す
る
。
無
料
電
話
相
談

窓
口
も
開
設
し
告
発
も
奨
励

す
る
。 

 

男
女
間
の
賃
金
格
差
に
つ
い
て
は
、
改
善

方
策
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
約
一
三
万
部
）
な

ど
で
啓
発
す
る
ほ
か
、
固
定
的
な
役
割
分
担

意
識
を
解
消
す
る
た
め
の
「
差
別
認
識
プ
ロ

グ
ラ
ム
」（
仮
称
）
の
開
発
に
着
手
す
る
（
八

一
〇
〇
万
円
）。
ま
た
昨
年
一
一
月
末
か
ら
、

間
接
差
別
に
あ
た
る
ケ
ー
ス
や
世
帯
主
概
念

な
ど
を
議
論
し
て
い
る
「
男
女
雇
用
機
会
均

等
政
策
研
究
会
」
は
、
六
月
ま
で
に
報
告
を

ま
と
め
る
見
込
み
だ
。 

 

不
当
労
働
行
為
審
査
制
度
に
つ
い
て
は
、

「
労
働
委
員
会
の
審
査
迅
速
化
等
を
図
る
た

め
の
方
策
に
関
す
る
部
会
」
が
昨
年
末
、
事

前
の
審
査
計
画
作
成
を
義
務
づ
け
る
な
ど
労

働
組
合
法
の
改
正
を
求
め
る
報
告
を
ま
と
め

た
。
同
省
は
次
期
通
常
国
会
に
改
正
法
案
を

提
出
す
る
予
定
。
一
九
四
九
年
同
法
制
定
以

来
の
抜
本
改
正
に
な
る（
一
・
三
億
円
）。 

   

障
害
者

の
自
立
・
社
会
参
加
の
推
進 

 

障
害
者
の
自
立
・
社
会
参
加
に
は
職
業
能

力
開
発
が
不
可
欠
と
の
考
え
か
ら
、
昨
年
四

月
に
設
置
さ
れ
た
「
障
害
者
職
業
能
力
開
発

研
究
会
」
は
八
月
に
報
告
を
ま
と
め
、
事
業

主
や
社
会
福
祉
法
人
な
ど
の
民
間
を
活
用
し

た
実
践
的
な
就
業
訓
練
の
拡
充
を
求
め
た
。

三
二
〇
〇
万
円
を
配
分
し
、
重
度
身
障
者
な

ど
を
対
象
と
し
た
Ｉ
Ｔ
技
術
付
与
の
た
め
の

遠
隔
教
育
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
昨
年
ス
タ

ー
ト
し
た
「
新
障
害
者
基
本
方
針
」（
一
〇
年

計
画
）
が
目
玉
と
す
る
精
神
障
害
者
の
雇
用

対
策
と
し
て
、
休
職
中
の
精
神
障
害
者
の
職

場
復
帰
支
援
策
「
リ
ワ
ー
ク
事
業
」
の
創
設

（
三
九
〇
〇
万
円
）
を
盛
り
込
ん
だ
。
と
く

に
ニ
ー
ズ
の
高
い
大
都
市
六
カ
所
で
実
施
す

る
。 

（
調
査
部  

渡
邊
木
綿
子
、 

遠
藤
彰
、 

高
畑
い
づ
み
） 
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連合は向こう2年間で54万人の拡大を目標としている 

　
昨
年
六
月
末
時
点
の
労
組
の
推
定
組
織
率

は
、
前
年
同
月
よ
り
〇
・
六
ポ
イ
ン
ト
低
い

一
九
・
六
％
と
な
り
、
一
九
四
七
年
の
調
査

開
始
以
来
、
初
め
て
二
〇
％
を
割
り
込
ん
だ

こ
と
が
一
二
月
一
七
日
、
厚
生
労
働
省
の
「
〇

三
年
労
働
組
合
基
礎
調
査
」
で
わ
か
っ
た
。

倒
産
・
リ
ス
ト
ラ
に
よ
る
正
社
員
の
減
少
が

大
き
く
影
響
し
た
結
果
で
、
組
織
率
は
二
八

年
連
続
ダ
ウ
ン
。
一
方
、
連
合
総
研
が
ま
と

め
た
「
第
一
四
回
労
働
組
合
費
に
関
す
る
調

査
」
に
よ
る
と
、
組
合
員
の
減
少
が
組
合
財

政
を
直
撃
し
て
お
り
、
組
織
率
ダ
ウ
ン
が
専

従
役
員
の
リ
ス
ト
ラ
を
促
進
し
て
い
る
こ
と

も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。 

   

下
落

の
ト
ッ
プ
は
製
造
業 

 

厚
労
省
の「
〇
三
年
労
働
組
合
基
礎
調
査

」

に
よ
る
と
、
昨
年
六
月
末
時
点
の
労
働
組
合

員
数
は
一
〇
五
三
万
一
〇
〇
〇
人
で
、
前
年

よ
り
二
六
万
九
〇
〇
〇
人（
二
・
五
％
）減
少
。

こ
れ
に
対
し
、
労
働
力
調
査
に
基
づ
く
雇
用

者
数
は
二
五
万
人
増
の
五
三
七
三
万
人
で
、

結
果
、
推
定
組
織
率
は
戦
後
初
め
て
二
〇
％

を
下
回
る
一
九
・
六
％
に
な
っ
た
。
厚
労
省

の
担
当
者
は
、
大
台
割
れ
の
要
因
を
「
昨
年

（
二
〇
・
二
％
）は
組
合
員
の
減
少
を
上
回
る

雇
用
者（
分
母
）の
縮
小
で
持
ち
堪
え
た
も
の

の
、
今
年
は
製
造
業
な
ど
で
組
合
員
が
減
る

一
方
、
パ
ー
ト
な
ど
を
含
む
雇
用
者
は
微
増

し
、
組
織
率
は
二
〇
％
を
割
り
込
ん
だ
」
と

み
て
い
る
。 

 

産
業
別
の
組
織
率
を
み
る
と
、
組
合
員
の

構
成
比
が
比
較
的
高
い
製
造
業
、
建
設
業
、

金
融
・
保
険
業
、
運
輸
業
―
―
な
ど
で
減
少

幅
が
大
き
い
。
製
造
業
（
組
合
員
構
成
比
＝

二
八
・
〇
％
）
は
前
年
比
四
・
七
％
マ
イ
ナ

ス
の
二
九
一
万
七
〇
〇
〇
人
、
建
設
業
（
同

九
・
四
％
）
は
二
・
八
％
減
の
九
八
万
四
〇

〇
〇
人
、
金
融
・
保
険
業
（
同
七
・
五
％
）

は
四
・
六
％
減
の
七
八
万
六
〇
〇
〇
人
、
運

輸
業
（
同
八
・
七
％
）
は
三
・
九
％
減
の
九

一
万
一
〇
〇
〇
人
―
―

と
な
っ
て
お
り
、
正
社

員
の
リ
ス
ト
ラ
が
響
い

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。 

   

大
企
業

で 

　
減
少
止
ま
ら
ず 

 

組
合
員
の
う
ち
民
営

企
業
は
八
一
五
万
一
〇

〇
〇
人
で
、
前
年
に
比

べ
二
〇
万
八
〇
〇
〇
人

（
二
・
五
％
）
減
少
し

た
。
企
業
規
模
別
に
み

る
と
、
落
ち
込
み
が
も

っ
と
も
大
き
い
の
は
一

〇
〇
〇
人
以
上
の
大
企

業
で
、
前
年
に
比
べ
二
・

九
％
少
な
い
四
六
九
万

六
〇
〇
〇
人
。
こ
れ
に

対
し
、
パ
ー
ト
な
ど
を

含
む
雇
用
者
数
は
二
・

五
％
多
い
九
〇
四
万
人

に
な
っ
た
た
め
、
大
企

業
の
組
織
率
は
二
・
九

ポ
イ
ン
ト
減
の
五
一
・

九
％
ま
で
下
落
。
五
割

割
れ
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
。
大
企
業
は
過

去
六
年
で
、
お
よ
そ
一
〇
〇
万
人
の
組
合
員

を
喪
失
し
た
こ
と
に
な
る
。 

 

一
方
、
一
〇
〇
〜
九
九
九
人
、
九
九
人
以

下
の
中
小
企
業
は
ど
ち
ら
も
ほ
ぼ
横
ば
い
で
、

組
織
率
は
そ
れ
ぞ
れ
前
年
比
〇
・
二
ポ
イ
ン

ト
減
の
一
六
・
六
％
、
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
減

の
一
・
二
％
。
し
か
し
、
こ
れ
も
雇
用
者
数

の
減
少
に
支
え
ら
れ
た
数
字
で
、
組
合
員
数

は
一
〇
〇
〜
九
九
九
人
、
九
九
人
以
下
と
も

二
％
後
半
〜
三
％
前
半
で
純
減
し
て
い
る
。 

 

ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
別
に
は
、
連
合
が

前
年
に
比
べ
一
三
万
八
〇
〇
〇
人
少
な
い
六

八
〇
万
七
〇
〇
〇
人
、
全
労
連
が
二
五
万
人

少
な
い
九
九
万
三
〇
〇
〇
人
、
全
労
協
が
五

〇
〇
〇
人
少
な
い
一
六
万
六
〇
〇
〇
人
―
―

だ
っ
た
。 

   

組
織
率
低
下

ス
ピ
ー
ド
加
速 

　
組
織
率
の
調
査
は
終
戦
直
後
の
一
九
四
七

年
に
始
ま
り
、
労
働
組
合
法
が
施
行
さ
れ
た

四
九
年
に
五
五
・
八
％
の
ピ
ー
ク
を
記
録
。

五
〇
〜
七
〇
年
代
を
通
じ
、
一
進
一
退
を
繰

り
返
し
つ
つ
徐
々
に
低
下
し
て
き
た（
Ｐ
．46

の
グ
ラ
フ
参
照
）。長
期
的
な
低
落
傾
向
に
陥

っ
た
の
は
、
七
五
年
の
三
四
・
四
％
以
降
。

八
三
年
に
は
三
割
を
割
り
込
ん
だ
が
、
五
三

年
に
四
割
を
下
回
り
三
割
ま
で
三
〇
年
か
か

っ
た
の
に
対
し
、
今
回
調
査
で
二
割
を
切
る

の
に
二
〇
年
し
か
経
て
い
な
い
。
正
社
員
の

大
規
模
リ
ス
ト
ラ
と
、
拡
大
す
る
非
正
規
に
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労
働
組
合
は
必
要
だ
が
、
勧
誘
さ
れ
て
も

自
分
は
入
ら
な
い
―
―
。
連
合
総
研
の
「
労

働
組
合
に
関
す
る
意
識
調
査
」
で
、
未
組
織

労
働
者
の
多
く
が
こ
ん
な
風
に
考
え
て
い
る

シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
結
果
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

労
組
の
影
響
力
を
組
織
労
働
者
以
上
に
評
価

し
な
が
ら
、
加
入
を
躊
躇
す
る
理
由
の
一
つ

は
時
間
・
組
合
費
な
ど
の
負
担
感
だ
っ
た
。

未
組
織
・
組
織
労
働
者
と
も
二
人
に
一
人
が

労
組
は
経
営
者
に
譲
り
す
ぎ
と
み
て
い
る
な

ど
、
労
組
の
交
渉
力
に
対
す
る
評
価
が
極
め

て
低
く
な
っ
て
い
る
。 

「
組
合
必
要
」
と
加
入
は
別 

 

そ
れ
に
よ
る
と
、
労
組
の
必
要
性
に
つ
い

て
組
合
員
は
「
是
非
必
要
」
「
あ
っ
た
方
が

い
い
」
を
あ
わ
せ
、
八
三
・
七
％
が
必
要
と

回
答
。
未
組
織
労
働
者
で
も
、
両
回
答
で
三

分
の
二
（
六
七
・
三
％
）
を
占
め
る
。 

 

労
組
の
社
会
、
企
業
、
個
人
へ
の
影
響
に

つ
い
て
は
、
組
合
員
の
八
二
・
九
％
が
「
与

え
る
」
と
回
答
。
一
方
、
加
入
希
望
者
、
加

入
意
識
不
明
者
の
回
答
は
、
こ
れ
を
上
回
る

そ
れ
ぞ
れ
九
七
・
五
％
、
八
五
・
三
％
と
な

っ
て
い
る
。 

 

だ
が
、
未
組
織
労
働
者
に
加
入
意
思
を
き

い
て
も
「
加
入
し
た
い
」「
声
を
か
け
ら
れ
た

ら
加
入
し
て
も
よ
い
」
は
、
わ
ず
か
一
三
・

四
％
に
す
ぎ
な
い
。「
加
入
し
た
く
な
い
」（
二

七
・
七
％
）、「
わ
か
ら
な
い
」（
四
八
・
四
％
）

―
―
が
圧
倒
的
に
多
数
派
だ
。 

 

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
直
接
の
理
由
を
み
る
と

、

「
組
合
活
動
に
時
間
が
と
ら
れ
る
」
「
経
営

者
に
睨
ま
れ
る
」
「
組
合
費
負
担
が
重
い
」

―
―
な
ど
が
上
位
に
あ
が
っ
て
い
る
。 

三
人
に
一
人
が
春
闘
わ
か
ら
な
い 

 

一
方
、
春
闘
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
「
わ

か
ら
な
い
」
が
最
多
の
三
五
・
四
％
に
の
ぼ

り
、
「
組
合
員
の
労
働
条
件
を
向
上
さ
せ
て

い
る
」
（
三
一
・
二
％
）
を
上
回
っ
た
。
春

闘
に
関
し
て
「
わ
か
ら
な
い
」
割
合
を
組
合

員
か
否
か
で
み
た
結
果
で
は
、
加
入
希
望
不

明
（
男
性
四
一
・
九
％
、
女
性
四
七
・
七
％
）

に
と
ど
ま
ら
ず
、
組
合
員
の
と
く
に
女
性
（
四

六
・
五
％
）
で
低
い
評
価
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
（
男
性
二
四
・
一
％
）
。 

 

労
使
の
力
関
係
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
は

、

組
合
員
か
否
か
に
よ
ら
ず
男
女
と
も
、
「
組

合
が
会
社
に
譲
っ
て
い
る
」
と
す
る
見
方
が

も
っ
と
も
多
い
。
譲
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い

る
割
合
は
む
し
ろ
組
合
員
の
方
が
高
く
、
男

性
が
六
五
・
七
％
、
女
性
が
五
一
・
九
％
な

ど
と
な
っ
て
い
る
。 

組
合
不
要
派
は
女
性
、
若
年
、
建
設 

 

一
方
、
未
組
織
労
働
者
の
う
ち
組
合
不
要

派
は
、
女
性
、
若
年
、
産
業
別
で
は
建
設
で

多
か
っ
た
。
調
査
で
は
こ
の
理
由
を
、
団
結

権
、
育
児
休
業
、
残
業
割
増
―
―
な
ど
法
定

の
権
利
の
認
知
度
と
の
関
連
で
探
っ
て
い
る
。

認
知
度
の
低
い
労
働
者
ほ
ど
加
入
意
向
が
弱

く
、
こ
う
し
た
権
利
面
の
認
知
度
強
化
が
組

織
化
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
こ
と
を
示

唆
す
る
。
反
面
、
組
合
員
で
あ
っ
て
も
認
知

度
は
未
組
織
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
実
態
も
浮

き
彫
り
に
な
っ
た
。 

 

組
合
員
よ
り
労
組
を
評
価
し
な
が
ら
、
加

入
意
思
は
薄
い
未
組
織
労
働
者
。
長
引
く
不

況
に
伴
う
組
合
の
力
量
低
下
で
組
合
費
対
効

果
が
判
然
と
せ
ず
、
組
織
化
の
ネ
ッ
ク
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
そ
う
だ
。 

 

調
査
は
昨
年
四
月
三
〜
一
四
日
、
二
〇
〜

五
〇
代
の
民
間
企
業
雇
用
者
を
対
象
に
実
施
。

有
効
回
答
一
六
九
三
を
ま
と
め
た
（
回
収
率

＝
八
四
・
七
％
）
。 

未
組
織
は
時
間
・
組
合
費
の
負
担
で
躊
躇 

対
す
る
組
織
化
の
遅
れ
を
背
景
に
、
組
織
率

の
低
下
ス
ピ
ー
ド
は
加
速
し
た
。 

 
組
合
員
数
に
つ
い
て
は
、
雇
用
者
数
の
増

加
を
追
い
風
に
、
九
四
年
の
一
二
七
〇
万
人

ま
で
増
勢
を
維
持
し
て
き
た
。
だ
が
以
降
は

一
度
も
増
加
に
転
じ
ず
、
九
年
連
続
マ
イ
ナ

ス
。
今
回
の
調
査
で
は
、
九
四
年
比
一
七
％

減
の
一
〇
五
三
万
一
〇
〇
〇
人
ま
で
落
ち
込

ん
だ
。
雇
用
者
が
現
在
の
約
六
割
に
あ
た
る

三
〇
〇
〇
万
人
だ
っ
た
六
七
年
と
、
組
合
員

数
は
同
程
度
の
水
準
ま
で
ダ
ウ
ン
し
た
こ
と

に
な
る
。 

   

分
社
化

で
組
合
数
も
減
少 

 

労
働
組
合
基
礎
調
査
に
よ
る
と
、
単
位
労

働
組
合
数
は
、
前
年
よ
り
二
・
六
％
（
一
六

八
七
）
少
な
い
六
万
三
九
五
五
組
合
。
対
前

年
の
減
少
幅
は
、
企
業
倒
産
が
急
増
し
、
改

正
商
法
に
会
社
分
割
制
度
が
盛
り
込
ま
れ
た

〇
一
年
か
ら
大
き
く
な
っ
た
。
〇
一
年
＝
一

〇
三
一
減
の
六
万
七
七
〇
六
組
合
、
〇
二
年

＝
二
〇
六
四
減
の
六
万
五
六
四
二
組
合
―
―

と
な
っ
て
い
る
。
以
前
は
、
七
〇
〇
組
合
の

減
少
程
度
で
推
移
し
て
い
た
。
組
合
数
が
急

減
し
て
い
る
背
景
は
企
業
再
編
で
進
む
分
社

化
や
合
併
と
み
ら
れ
、
企
業
再
編
に
伴
う
新

設
会
社
に
組
織
化
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
現

状
の
反
映
と
も
言
え
る
。 

   

非
正
規
・
中
小
地
場
が
課
題 

 

ま
た
、
同
調
査
に
よ
る
と
パ
ー
ト
の
組
織

率
は
、
前
年
を
〇
・
三
ポ
イ
ン
ト
上
回
る
三
・

〇
％
だ
っ
た
。
組
合
員
数
は
、
前
年
比
一
三
・

一
％
の
二
ケ
タ
増
と
、
組
合
の
非
正
規
組
織

化
に
対
す
る
努
力
が
実
を
結
び
つ
つ
あ
る
と

言
え
る
。
だ
が
、
短
時
間
雇
用
者
数
が
前
年

比
一
万
人
増
の
一
〇
九
八
万
人
と
伸
び
が
足

踏
み
状
態
と
な
っ
て
い
る
が
、
組
合
員
に
占

め
る
パ
ー
ト
の
割
合
は
三
・
二
％
（
三
三
万

一
〇
〇
〇
人
）
と
依
然
、
低
水
準
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。 

 

調
査
結
果
に
つ
い
て
発
表
し
た
、
連
合
事

務
局
長
の
談
話
で
も
「
非
典
型
労
働
者
や
中

小
・
地
場
零
細
企
業
で
働
く
人
た
ち
の
組
織

化
」
を
優
先
事
項
と
し
た
よ
う
に
、
連
合
は

一
〇
月
の
定
期
大
会
で
引
き
続
き
組
織
拡
大

を
最
優
先
課
題
に
据
え
、
当
面
二
年
間
で
五

四
万
人
増
の
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。 

   

組
合
員
減

が
財
政
を
直
撃 

 

一
方
、
組
合
員
の
急
速
な
減
少
は
組
合
財

政
に
深
刻
な
陰
を
落
と
し
、
運
動
の
大
き
な

足
か
せ
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
連
合
の
シ
ン
ク

タ
ン
ク
で
あ
る
連
合
総
研
が
昨
年
五
月
、
連

合
傘
下
の
四
二
産
別
と
五
七
一
単
組
を
対
象

に
財
務
内
容
な
ど
を
尋
ね
た
「
第
一
四
回
労

働
組
合
費
に
関
す
る
調
査
報
告
」
の
単
組
調

査
に
よ
れ
ば
、
一
般
会
計
収
入
決
算
額
は
平

均
三
億
三
〇
八
一
万
円
と
、
前
回
調
査
（
二

〇
〇
〇
年
）
よ
り
約
二
〇
〇
〇
万
円
ダ
ウ
ン
。

組
合
費
は
一
人
平
均
月
五
一
七
七
円
で
前
回

（
五
一
〇
三
円
）
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
が
、

過
去
二
年
間
に
一
八
・
九
％
の
単
組
が
組
合

費
を
月
平
均
七
五
六
円
引
き
下
げ
、
一
三
％

が
「
今
後
引
き
下
げ
を
検
討
し
て
い
る
」
と

回
答
し
て
い
る
。 

 

支
出
の
三
分
の
一
を
占
め
る
固
定
費
と
し

て
、
財
政
を
圧
迫
し
始
め
た
専
従
役
職
員
の

削
減
も
加
速
し
て
い
る
。
専
従
役
員
は
一
単

組
あ
た
り
前
回
比
一
・
二
人
少
な
い
七
・
九

人
、
専
従
職
員
は
同
二
・
九
人
少
な
い
四
・

五
人
―
―
ま
で
縮
小
し
た
。 

 

組
合
員
の
減
少
は
、
財
政
基
盤
を
大
き
く

揺
る
が
し
て
い
る
。 

　
　
　
　
　
　
（
調
査
部
　
渡
邊
木
綿
子
） 
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Ｊ
Ｒ
不
採
用
事
件
で
最
高
裁
が
判
決
、
労
側
敗
訴
 

労
使
紛
争
 

Business Labor Trend  2004.2

判決後、声明を読み上げる酒田国労委員長 

　
一
九
八
七
年
四
月
の
国
鉄
分
割
・
民
営
化

に
伴
う
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
で
、
最
高
裁
第
一

小
法
廷
（
深
沢
武
久
裁
判
長
）
は
二
〇
〇
三

年
一
二
月
二
二
日
、
国
労
組
合
員
ら
を
採
用

し
な
か
っ
た
こ
と
を
め
ぐ
る
四
件
の
訴
訟
に

つ
い
て
、
中
央
労
働
委
員
会
、
国
鉄
労
働
組

合
の
上
告
申
立
て
を
棄
却
し
、
中
労
委
の
救

済
命
令
を
取
り
消
し
た
東
京
高
裁
判
決
を
支

持
す
る
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

国
労
と
全
動
労
（
現
・
全
日
本
建
設
交
運
一

般
労
働
組
合
鉄
道
本
部
）
側
の
敗
訴
が
確
定
。

政
治
解
決
路
線
だ
っ
た
四
党
合
意
も
、
一
部

の
闘
争
団
・
組
合
員
の
鉄
道
建
設
公
団
訴
訟

に
よ
る
国
労
内
の
意
思
不
統
一
を
理
由
に
、

〇
二
年
一
二
月
、
与
党
が
離
脱
し
た
た
め
、

す
で
に
破
綻
し
て
お
り
、
一
七
年
目
を
迎
え

た
不
採
用
問
題
を
め
ぐ
る
闘
争
は
、
政
治
・

司
法
の
両
面
で
、
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
こ
と

に
な
る
。 

 

◇
　
　
◇
　
　
◇ 

 

裁
判
の
争
点
は
、
①
不
採
用
に
つ
い
て
、

Ｊ
Ｒ
設
立
委
員
と
Ｊ
Ｒ
が
労
働
組
合
法
第
七

条
の
「
使
用
者
」
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為

の
責
任
を
負
う
か
②
組
合
員
の
不
採
用
は
、

組
合
差
別
の
不
当
労
働
行
為
に
あ
た
る
か
―

―
の
二
つ
。
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
、
一
二
月

の
東
京
高
裁
判
決
は
、
国
鉄
改
革
法
二
三
条

の
解
釈
に
よ
り
、
Ｊ
Ｒ
設
立
委
員
と
Ｊ
Ｒ
を

「
使
用
者
」
と
認
め
ず
、
不
当
労
働
行
為
の

成
否
に
つ
い
て
は
判
断
を
示
し
て
い
な
か
っ

た
。
仮
に
、
国
鉄
の
採
用
候
補
者
の
選
定
や

候
補
者
名
簿
の
作
成
に
、
組
合
差
別
の
不
当

労
働
行
為
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
国
鉄
・
清

算
事
業
団
が
負
う
と
し
た
。
一
方
、
〇
二
年

一
〇
月
の
全
動
労
の
東
京
高
裁
判
決
は
、
一

転
し
て
、
採
用
過
程
で
組
合
差
別
の
不
当
労

働
行
為
に
よ
る
不
採
用
が
あ
れ
ば
、
Ｊ
Ｒ
が

「
使
用
者
」
と
し
て
の
責
任
を
負
う
と
の
逆

の
判
断
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
国
鉄
の
再
建

と
い
う
特
別
な
状
況
下
の
団
結
権
保
障
と
採

用
自
由
の
調
和
点
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為

自
体
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
異
な
る
高
裁
判
決
を
踏
ま
え
、

最
高
裁
が
ど
の
よ
う
な
結
論
を
だ
す
か
が
注

目
さ
れ
て
い
た
。
今
回
の
四
件
の
訴
訟
（
北

海
道
、
九
州
、
本
州
の
三
件
と
全
動
労
の
一

件
）
の
当
事
者
は
、
Ｊ
Ｒ
六
社
と
中
労
委
。

国
労
と
全
動
労
の
組
合
員
ら
が
補
助
参
加
し

て
い
る
。
最
高
裁
は
、
五
人
の
裁
判
官
の
う

ち
三
人
の
多
数
意
見
に
よ
り
、
Ｊ
Ｒ
は
労
組

法
の
「
使
用
者
」
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、

本
件
上
告
を
棄
却
。
二
〇
〇
〇
年
の
東
京
高

裁
判
決
を
支
持
し
た
。 

 

多
数
意
見
は
、
国
鉄
改
革
法
で
、
「
承
継

法
人
（
Ｊ
Ｒ
各
社
）
設
立
時
（
一
九
八
七
年

四
月
一
日
）
の
職
員
の
採
用
段
階
に
お
け
る

国
鉄
と
設
立
委
員
の
権
限
は
明
確
に
分
離
し

て
規
定
」
さ
れ
て
い
る
と
判
断
。
国
鉄
が
採

用
候
補
者
の
選
定
と
採
用
候
補
者
の
名
簿
の

作
成
で
組
合
差
別
を
し
た
場
合
は
、
国
鉄
、

次
い
で
清
算
事
業
団
に
そ
の
責
任
を
負
わ
せ

る
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
設
立
委
員
と

承
継
法
人
（
Ｊ
Ｒ
各
社
）
は
、
労
組
法
上
の

「
使
用
者
」
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為
の
責

任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相

当
と
結
論
づ
け
た
。
八
七
年
六
月
の
Ｊ
Ｒ
北

海
道
の
追
加
募
集
の
不
採
用
に
つ
い
て
も
、

新
規
の
採
用
で
あ
り
、
特
段
の
事
情
が
あ
る

と
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
不
当
労
働
行
為
に

あ
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
。 

 

他
方
、
反
対
意
見
を
述
べ
た
二
人
の
裁
判

官
（
深
沢
武
久
氏
、
島
田
仁
郎
氏
）
は
、
不

当
労
働
行
為
の
成
否
に
つ
い
て
審
理
を
尽
く

す
た
め
高
裁
に
差
し
戻
す
べ
き
と
主
張
し
た
。

両
裁
判
官
は
、
国
鉄
の
採
用
段
階
の
作
業
は
、

す
べ
て
設
立
委
員
の
提
示
す
る
採
用
の
基
準

に
従
っ
て
お
り
、
承
継
法
人
の
職
員
採
用
に

向
け
ら
れ
た
一
連
の
一
体
的
な
も
の
と
指
摘
。

国
鉄
と
設
立
委
員
の
権
限
が
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
効
果
が
分
断
さ
れ

た
も
の
と
解
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
形
式
論

に
す
ぎ
る
、
と
多
数
意
見
を
批
判
し
た
。 

 

ま
た
、
改
革
法
の
国
会
審
議
で
運
輸
大
臣

が
、
国
鉄
と
設
立
委
員
の
関
係
に
つ
い
て
、

国
鉄
は
設
立
委
員
の
採
用
事
務
の
補
助
者
で

あ
り
、
国
鉄
の
組
合
と
団
体
交
渉
を
す
る
立

場
に
な
い
と
答
弁
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
大

臣
の
答
弁
は
、
立
法
者
意
思
と
し
て
法
解
釈

に
際
し
重
く
評
価
す
べ
き
と
も
述
べ
た
。
補

助
者
で
あ
る
国
鉄
が
行
っ
た
採
用
候
補
者
の

選
定
や
名
簿
の
作
成
に
不
当
労
働
行
為
が
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
責
任
は
、
設
立
委
員
が
労

組
法
七
条
の
「
使
用
者
」
と
し
て
不
当
労
働

行
為
の
責
任
を
負
う
べ
き
と
の
判
断
だ
。 

   

解
決

は
政
治
の
場
で 

 

国
労
の
酒
田
充
委
員
長
は
、
同
日
声
明
を

発
表
。
「
本
件
の
よ
う
な
重
大
な
問
題
が
一

票
差
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
こ
と
は
遺
憾
」
と

語
っ
た
。
「
本
判
決
が
、
採
用
差
別
は
不
当

労
働
行
為
で
あ
っ
て
も
、
Ｊ
Ｒ
は
そ
の
責
任

を
負
う
べ
き
使
用
者
に
当
た
ら
な
い
と
い
う

こ
と
が
国
鉄
改
革
法
の
定
め
で
あ
る
と
さ
れ

た
以
上
、
国
鉄
改
革
法
を
制
定
・
施
行
し
た

国
の
責
任
が
ま
す
ま
す
重
大
。
今
後
、
国
の

解
決
責
任
を
求
め
て
い
く
」
な
ど
と
訴
え
た
。 
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ＪＲ採用差別問題の主な経過 

1987年４月 

1990年４月 

1993年12月 

1998年５月 

2000年５月 

2000年11月 

2001年１月 

2002年１月 

2002年10月 

2002年12月 

2003年６月 

国鉄分割・民営化に伴いＪＲ発足。北海道、九州を中心に再就職先が未定の旧国鉄職員約7600人 
が国鉄清算事業団へ。 

国鉄清算事業団が、広域採用を拒否した国労組合員ら1047人を解雇。 

中労委が、採用選考で組合差別があったと初めて認定。一部国労組合員らの採用など求める。 

東京地裁（民事11部）が、北海道・九州採用差別事件について中労委命令を取り消す判決。東京地裁（民事19 
部）は本州関係事件について、ＪＲの責任を認めながらも、採用そのものを命じることはできないとする判決。 

与党3党と社民党が、国労がＪＲの責任を問わない代わりに、与党が解雇された国労組合員の雇用 
をＪＲに要請する政治解決案「四党合意」を取りまとめる。 

東京高裁が、国労組合員の解雇について一審判決を支持。 

国労が定期大会で「四党合意」受け入れを承認。 

四党合意に反対する一部闘争団・国労組合員が、日本鉄道建設公団（旧国鉄清算事業団）を相手に、 
新たな訴訟を起こす。 

全動労の東京高裁判決で、ＪＲに使用者責任がありとしながら、不当労働行為の成立そのものを否 
定する判決。 

国労の意思不統一を理由に、与党が四党合意から離脱。政治解決路線が破綻。 

国際労働機関（ＩＬＯ）が「可能な限り多くの労働者に受入れられる公正な解決を見出す努力」を 
促す「結社の自由委員会」の報告を採択（第５次勧告）。 

　
住
友
電
気
工
業
（
大
阪
市
）
の
女
性
社
員

二
人
が
、
女
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
一
般

職
か
ら
専
門
職
（
総
合
職
）
へ
の
登
用
な
ど

を
拒
み
、
昇
進
さ
せ
な
い
の
は
憲
法
な
ど
に

違
反
す
る
と
し
て
、
同
社
と
男
女
雇
用
機
会

均
等
法
に
基
づ
く
調
停
の
不
開
始
決
定
を
し

た
国
に
対
し
て
男
性
社
員
と
の
差
額
賃
金
な

ど
計
約
一
億
六
〇
〇
〇
万
円
の
損
害
賠
償
を

求
め
た
訴
訟
は
、
大
阪
高
裁
（
井
垣
敏
生
裁

判
長
）
で
和
解
し
た
こ
と
が
一
月
五
日
分
か

っ
た
。 

　
共
同
通
信
に
よ
る
と
、
和
解
条
項
は
①
二

人
を
一
月
一
六
日
付
で
課
長
級
の
「
主
席
」

と
係
長
級
の
「
主
査
」
に
そ
れ
ぞ
れ
昇
格
さ

せ
る
②
会
社
が
解
決
金
と
し
て
計
一
〇
〇
〇

万
円
を
支
払
う
③
厚
生
労
働
大
臣
は
調
停
の

積
極
的
運
用
に
努
め
る
―
―
な
ど
。 

　
原
告
側
弁
護
士
に
よ
る
と
、
地
位
確
認
を

求
め
て
い
な
い
労
働
訴
訟
の
和
解
で
昇
格
が

実
現
す
る
の
は
初
め
て
で
、
原
告
側
は
「
判

決
以
上
の
大
き
な
成
果
を
勝
ち
取
っ
た
」
と

評
価
し
て
い
る
。 

　
和
解
は
一
二
月
二
四
日
に
成
立
、
昇
格
人

事
は
一
月
五
日
付
で
発
令
さ
れ
た
。 

　
訴
え
て
い
た
の
は
、
大
阪
府
に
住
む
同
社

社
員
西
村
か
つ
み
さ
ん
（55）
と
白
藤
栄
子
さ
ん

（53）
。
一
審
判
決
に
よ
る
と
、
西
村
さ
ん
は
一

九
六
六
年
、
白
藤
さ
ん
は
六
九
年
に
い
ず
れ

も
高
校
を
卒
業
し
一
般
職
と
し
て
入
社
。
同

学
歴
、
同
期
の
男
性
社
員
は
数
年
で
中
心
的

な
業
務
に
携
わ
り
、
高
賃
金
の
専
門
職
に
登

用
さ
れ
た
が
、
二
人
に
登
用
の
機
会
は
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
。 

　
二
〇
〇
〇
年
七
月
の
一
審
大
阪
地
裁
判
決

は
「
幹
部
候
補
の
採
用
か
ら
高
卒
女
性
を
排

除
す
る
の
は
、
法
の
下
の
平
等
を
定
め
る
憲

法
の
趣
旨
に
反
す
る
が
、
原
告
ら
の
採
用
当

時
の
社
会
情
勢
で
は
違
法
と
は
言
え
な
い
」

と
し
て
請
求
を
棄
却
し
て
い
た
。 

　
井
垣
裁
判
長
は
、
労
働
訴
訟
と
し
て
は
異

例
の
昇
格
も
含
め
た
具
体
的
な
和
解
条
項
を

提
示
。
和
解
勧
告
の
中
で
「
過
去
の
社
会
意

識
を
前
提
と
す
る
差
別
の
残
滓（
ざ
ん
し
）を

容
認
す
る
こ
と
は
社
会
の
進
歩
に
背
を
向
け

る
結
果
に
な
る
」
と
一
審
判
決
を
批
判
し
て

い
た
。 

　
原
告
や
弁
護
団
は
、
男
女
差
別
に
悩
む
女

性
た
ち
の
裁
判
費
用
に
利
用
す
る
た
め
、
解

決
金
の
一
部
を
用
い
て
基
金
を
設
立
す
る
方

針
。 

住
友
電
工
の
男
女
賃
金
差
別
訴
訟
が
和
解 

―
地
位
確
認
求
め
ぬ
裁
判
で
は
初
／
二
女
性
昇
格 

 

国
労
弁
護
団
の
団
長
を
し
て
い
る
宮
里
邦

雄
弁
護
士
も
、
「
改
革
法
は
、
最
高
裁
に
お

い
て
す
ら
三
対
二
に
分
か
れ
る
ほ
ど
の
問
題

の
あ
る
法
律
。
司
法
的
な
決
着
は
多
数
決
で

可
能
だ
が
、
社
会
的
な
正
当
性
、
法
理
的
な

妥
当
性
を
持
た
な
い
判
決
だ
。
こ
の
よ
う
な

判
断
を
導
き
出
す
よ
う
な
改
革
法
二
三
条
を

作
っ
た
国
、
こ
れ
を
施
行
し
た
行
政
の
責
任
、

こ
の
法
律
を
悪
用
し
た
国
鉄
の
責
任
が
今
日

の
判
決
で
明
ら
か
と
な
っ
た
」
と
批
判
し
た
。 

 

ま
た
、
国
労
は
声
明
の
中
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の

第
五
次
勧
告
が
「
公
正
な
補
償
に
よ
る
緊
急

な
解
決
の
必
要
性
」
を
強
調
し
て
い
る
点
を

指
摘
。
「
本
判
決
を
機
会
に
、
あ
ら
た
め
て

政
治
の
場
で
早
期
解
決
を
は
か
る
こ
と
を
求

め
る
」
と
訴
え
た
。 

 

他
方
、
全
動
労
は
声
明
で
、
最
高
裁
判
決

に
つ
い
て
、
「
国
鉄
改
革
法
に
よ
る
採
用
手

続
き
に
お
い
て
不
当
労
働
行
為
が
な
さ
れ
て

も
救
済
は
認
め
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

団
結
権
を
保
障
す
る
憲
法
二
八
条
に
反
す
る
」

と
批
判
。
今
回
の
判
決
で
、
「
労
働
委
員
会

が
認
定
し
た
不
当
労
働
行
為
の
事
実
が
否
定

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
、
最
高
裁

判
決
の
結
論
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｊ
Ｒ
の
不
当

労
働
行
為
の
責
任
を
追
及
し
、
採
用
差
別
事

件
の
解
決
の
た
め
引
き
続
き
闘
う
と
の
決
意

を
表
明
し
た
。
　
（
調
査
部
　
奥
田
栄
二
） 
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不
当
労
働
行
為
審
査
の
迅
速
化
に
向
け
労
組
法
改
正
へ
 

労
使
紛
争
処
理
 

Business Labor Trend  2004.2

「労働委員会の審査迅速化を図るため 
の方策について（建議）」のポイント 

Ⅰ．審査手続 
○労働委員会は、審査の計画を作成し、これに沿っ

て審問等を行う。 
○公益委員の合議により、証拠の提出及び承認の出

頭を命ずることができる。 
○労働委員会が和解を試みることができることを法

律上明記。 

Ⅱ．取り消し訴訟における新証拠の提出期限 
○労働委員会段階で証拠提出命令を受けても提出さ

れなかった証拠について 、取り消し訴訟段階で提
出することができないものとする。 

Ⅲ．審査体制 
○中労委における命令の決定等については、５人以

上の公益委員で構成される小委員会で合議を行う。 
○地労委について、委員定数を条例により増やすこ

とができるようにする。 
○地労委における事務局次長等の設置に係る規定を

削除する。 

Ⅳ．地労委における必要な措置 
○名称を「都道府県労働委員会」に改める。 

　
厚
生
労
働
省
の
労
働
政
策
審
議
会
（
会
長

＝
西
川
俊
作
・
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）

は
一
二
月
一
六
日
、
労
働
組
合
法
の
改
正
を

盛
り
込
ん
だ
報
告
「
不
当
労
働
行
為
の
審
査

迅
速
化
等
を
図
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
」

を
ま
と
め
、
坂
口
力
厚
生
労
働
相
に
建
議
し

た
。
主
な
内
容
は
、
①
計
画
審
査
の
導
入
②

公
益
委
員
会
議
に
よ
る
証
拠
提
出
命
令
、
証

人
出
頭
命
令
の
導
入
③
命
令
の
取
消
訴
訟
に

お
け
る
新
証
拠
の
提
出
制
限
④
公
益
委
員
の

常
勤
化
と
小
委
員
会
の
導
入
―
―
な
ど
。
審

査
の
質
を
高
め
る
た
め
、
労
働
委
員
会
の
事

実
認
定
や
法
令
の
適
用
な
ど
の
機
能
を
強
化

し
、
準
司
法
機
関
と
し
て
の
条
件
整
備
を
図

る
。
厚
労
省
は
建
議
に
沿
い
、
労
組
法
の
改

正
案
を
次
期
通
常
国
会
に
提
出
す
る
方
針
。

一
方
、
一
二
月
一
九
日
に
は
、
司
法
制
度
改

革
推
進
本
部
の
労
働
検
討
会
（
座
長
＝
菅
野

和
夫･

東
京
大
学
教
授
）が
、
個
別
的
労
働
紛

争
の
迅
速
な
解
決
を
図
る
た
め
「
労
働
審
判

制
度
」（
仮
称
）
の
新
設
案
を
提
示
。
こ
れ
に

よ
り
、
個
別
、
集
団
双
方
の
紛
争
処
理
を
め

ぐ
る
法
改
正
の
方
向
性
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

◇
　
　
　
◇
　
　
　
◇ 

  
証
拠
提
出
命
令

を
強
化 

 
報
告
は
、
不
当
労
働
行
為
事
件
の
審
査
手

続
き
を
迅
速
化
す
る
た
め
、
審
問
開
始
前
に
、

争
点
や
証
拠
の
整
理
、
計
画
的
な
審
問
の
実

施
や
命
令
書
の
作
成
を
推
進
す
る
必
要
が
あ

る
と
提
言
し
た
。
ま
た
、
公
益
委
員
会
議
な

ど
の
合
議
に
よ
り
、
証
拠
の
提
出
、
証
人
の

出
頭
な
ど
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も

盛
り
込
ん
だ
。
現
行
で
は
、
証
拠
物
件
の
収

集
の
た
め
の
実
効
性
あ
る
手
続
き
が
整
備
さ

れ
て
お
ら
ず
、
公
益
委
員
の
要
請
に
も
か
か

わ
ら
ず
必
要
な
証
拠
が
確
保
さ

れ
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
た
め
だ
。

報
告
は
、
正
当
な
理
由
な
く
提

出
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
は
、

所
持
者
に
過
料
を
科
す
こ
と
も

適
当
と
し
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
不
当
労
働
行
為
の

有
無
に
関
す
る
事
実
の
認
定
に

必
要
な
限
度
を
超
え
て
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
な
ど
、
命
令
の

対
象
に
限
定
も
明
記
。
労
働
者

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
企
業
秘
密

に
つ
い
て
、
稟
議
書
、
個
人
的

な
メ
モ
な
ど
も
含
め
、
保
護
に
配
慮
す
べ
き

と
の
考
え
を
示
し
た
。 

 

証
拠
の
提
出
命
令
に
不
服
が
あ
る
場
合
は

、

処
分
を
受
け
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
不
服

申
し
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
労
委

の
証
拠
提
出
命
令
に
関
し
て
は
、
中
労
委
に

審
査
を
申
請
で
き
る
。
一
方
、
中
労
委
に
よ

る
証
拠
提
出
命
令
に
関
し
て
は
、
異
議
申
立

て
が
可
能
で
、
公
益
委
員
全
員
が
そ
の
審
理

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
案
を
提
示
し
た
。 

   

証
人

に
宣
誓
も 

 

報
告
は
、
出
頭
命
令
を
受
け
た
証
人
に
は

、

宣
誓
義
務
を
設
け
、
当
事
者
に
つ
い
て
も
宣

誓
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
し
て
い
る
。
正
当

な
理
由
の
な
い
不
出
頭
、
証
言
拒
否
、
宣
誓

拒
否
、
当
事
者
の
虚
偽
供
述
に
つ
い
て
は
過

料
を
科
す
べ
き
と
し
て
い
る
。 

　
な
お
、
審
査
手
続
き
の
公
正
性
確
保
の
た

め
、
当
事
者
と
利
害
関
係
に
あ
る
公
益
委
員

が
当
該
事
件
の
審
査
手
続
き
に
関
与
し
な
い

よ
う
、
公
益
委
員
の
除
斥
及
び
忌
避
制
度
の

設
置
も
求
め
て
い
る
。 

　
そ
の
他
、
現
行
労
組
法
は
、
和
解
に
つ
い

て
の
規
定
が
な
い
が
、
実
際
に
は
大
多
数
が

和
解
で
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
労
働

委
員
会
が
労
使
委
員
の
参
与
の
下
で
和
解
を

試
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
法
律
上
明
示
す

る
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
。
和
解
が
成
立
し
た

場
合
は
、
労
使
当
事
者
双
方
か
ら
の
申
立
て

に
基
づ
き
、
和
解
調
書
を
作
成
し
、
こ
の
和

解
調
書
に
債
務
名
義
と
し
て
の
効
力
を
付
与

す
る
な
ど
の
案
を
提
示
し
て
い
る
。 

   

取
消
訴
訟

で
の
新
証
拠
の
提
出
制
限 

 

報
告
は
ま
た
、
労
働
委
員
会
段
階
で
証
拠

提
出
命
令
を
受
け
て
も
提
出
さ
れ
な
か
っ
た

証
拠
に
つ
い
て
、
取
り
消
し
訴
訟
段
階
で
提

出
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
。 

   

公
益
委
員

を
一
部
常
勤
化 

 

審
査
を
迅
速
化
す
る
た
め
、
公
益
委
員
の

一
部
を
常
勤
化
す
る
な
ど
、
審
査
体
制
も
強

化
す
る
。
常
勤
の
公
益
委
員
に
は
、
大
学
教

授
（
労
働
法
）
、
裁
判
官
出
身
者
、
弁
護
士

な
ど
の
法
律
専
門
家
の
活
用
を
例
示
し
て
い

る
。
ま
た
、
中
労
委
な
ど
で
、
公
益
委
員
五

人
で
構
成
す
る
小
委
員
会
方
式
も
導
入
。
裁

判
所
の
小
法
廷
を
モ
デ
ル
に
し
た
案
で
、
例

え
ば
、
現
行
の
中
労
委
で
一
五
人
の
公
益
委

員
を
三
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。
地
労
委
に
つ
い
て
も
、
委
員
定
数
を

条
例
に
よ
り
増
や
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ

と
も
盛
り
込
ん
だ
。 

 

ま
た
、
事
務
局
の
審
査
体
制
に
つ
い
て
も

、

研
修
の
充
実
や
、
専
門
性
を
高
め
る
人
事
配

置
な
ど
を
通
じ
、
職
員
の
育
成
を
図
る
。
と

く
に
、
中
労
委
に
つ
い
て
は
、
準
司
法
機
関

と
し
て
事
実
の
認
定
と
法
令
の
適
用
と
い
う

機
能
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
審
査
業
務
に
関
し

法
曹
資
格
者
の
活
用
を
図
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
。
　
　
　
　
（
調
査
部
　
奥
田
栄
二
） 
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金
属
労
協
が
第
一
回
「
も
の
づ
く
り
教
室
」
を
開
催
 

も
の
づ
く
り
 

Business Labor Trend  2004.2

パイオニア労組の指導で作業開始 

電動ドライバーの操作も手慣れてきた 

スピーカーから音が出て、ひと安心 

　
電
動
ド
ラ
イ
バ
ー
で
ね
じ
打
ち
す
る
と
き

の
真
剣
な
眼
差
し
。
組
み
立
て
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
プ

レ
ー
ヤ
ー
の
動
作
チ
ェ
ッ
ク
が
終
わ
る
と
同

時
に
も
ら
す
小
さ
な
た
め
息
と
安
堵
の
表
情
。

暮
れ
も
押
し
詰
ま
っ
た
昨
年
一
二
月
二
〇
日

の
土
曜
日
、
金
属
労
協
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ-

Ｊ
Ｃ
、

鈴
木
勝
利
議
長
）
が
は
じ
め
て
開
い
た
「
も

の
づ
く
り
教
室
」
は
、
参
加
し
た
地
元
の
小

学
生
の
こ
う
し
た
し
ぐ
さ
が
印
象
に
残
る
イ

ベ
ン
ト
だ
っ
た
。 

   

「
も
の
づ
く
り
教
育
」
を
実
践 

 

金
属
労
協
は
、
も
の
づ
く
り
産
業
の
基
盤

強
化
の
た
め
に
は
、
将
来
を
担
う
人
材
育
成

が
何
よ
り
重
要
で
あ
り
、
戦
略
的
な
も
の
づ

く
り
教
育
の
必
要
性
を
こ
こ
数
年
訴
え
続
け

て
き
た
。
最
近
は
文
部
科
学
省
を
は
じ
め
各

方
面
に
早
い
段
階
か
ら
、
「
も
の
づ
く
り
教

育
」
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
要
請
し
て
き

た
。 

 

し
か
し
、
そ
の
具
体
化
の
た
め
に
は
、
労

働
組
合
自
ら
が
組
織
内
の
資
源
を
活
用
し
、

そ
の
実
践
例
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
の
方
向

性
を
固
め
た
の
が
約
一
年
前
。
小
学
生
を
対

象
に
科
学
分
野
の
工
作
・
実
験
な
ど
を
行
う

「
も
の
づ
く
り
教
室
」
の
開
催
準
備
を
進
め
、

よ
う
や
く
実
施
に
こ
ぎ
つ
け
た
。 

 

第
一
回
の
開
催
場
所
は
、
埼
玉
県
所
沢
市

。

　
市
内
に
は
加
盟
組
織
で
あ
る
電
機
連
合
傘

下
の
パ
イ
オ
ニ
ア
労
働
組
合
所
沢
支
部
が
あ

り
、
最
初
の
教
師
役
を
買
っ
て
出
た
。
当
日

は
地
元
の
支
部
だ
け
で
な
く
、
パ
イ
オ
ニ
ア

労
組
を
あ
げ
て
実
施
部
隊
を
編
成
。
作
業
説

明
か
ら
実
際
の
指
導
、
品
質
検
査
、
講
評
、

認
定
証
授
与
、
参
加
記
念
品
の
選
定
な
ど
一

連
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
た
。 

 

「
小
学
生
向
け
に
簡
単
で
も
難
し
く
も
な

い
レ
ベ
ル
で
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
製

品
」（
結
城
隆
文
同
労
組
委
員
長
）
と
い
う
こ

と
で
選
定
さ
れ
た
の
が
、
デ
ジ
タ
ル
家
電
で

売
れ
行
き
好
調
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
。
公

募
で
選
ば
れ
た
市
内
の
小
学
生
一
五
人
は
、

組
み
立
て
工
程
を
写
真
で
図
解
し
た
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
使
っ
た
作
業
説
明
を
受
け
た
後
、
初

体
験
の
子
が
多
い
電
動
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る

ビ
ス
打
ち
練
習
か
ら
実
習
開
始
。
実
際
の
組

み
立
て
作
業
は
プ
リ
ン
ト
基
板
と
プ
レ
ー
ヤ

ー
駆
動
部
な
ど
の
ユ
ニ
ッ
ト
間
を
配
線
し
、

ビ
ス
で
固
定
す
る
作
業
が
主
体
。
そ
れ
で
も

全
員
が
一
時
間
弱
で
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
完
成
さ

せ
、
品
質
検
査
と
な
る
動
作
チ
ェ
ッ
ク
に
臨

ん
だ
。 

 

コ
ー
ド
に
足
を
引
っ

掛
け
、
完
成
品
が
作
業

台
か
ら
落
下
す
る
ハ
プ

ニ
ン
グ
も
発
生
し
た
が
、

す
べ
て
の
完
成
品
は
接

続
さ
れ
た
五
チ
ャ
ン
ネ

ル
の
ス
ピ
ー
カ
ー
に
ク

リ
ア
な
音
を
伝
え
、
モ

ニ
タ
ー
画
面
に
は
Ｄ
Ｖ

Ｄ
な
ら
で
は
の
鮮
明
な

画
像
が
映
し
出
さ
れ
た
。 

  

  

将
来

は
Ｏ
Ｂ
の「
生
き
が
い
」に
も 

 

予
定
よ
り
長
い
三
時
間
に
及
ん
だ
「
も
の

づ
く
り
教
室
」
だ
っ
た
が
、
参
加
し
た
小
学

生
は
、
「
仕
組
み
が
よ
く
分
っ
た
」
「
楽
し

か
っ
た
」
な
ど
の
感
想
を
述
べ
、
満
足
の
表

情
だ
っ
た
。 

 

今
の
と
こ
ろ
二
回
目
の
教
室
の
計
画
は
持

ち
上
が
っ
て
い
な
い
が
、
鈴
木
議
長
は
「
と

く
に
組
合
の
Ｏ
Ｂ
の
人
た
ち
に
対
す
る
生
き

が
い
の
場
と
し
て
全
国
各
地
で
開
催
す
る
の

が
将
来
の
夢
。
自
分
の
経
験
を
孫
の
世
代
に

伝
え
る
と
い
う
役
割
が
あ
れ
ば
大
き
な
生
き

が
い
に
つ
な
が
る
。
各
組
合
が
産
業
の
特
性

を
生
か
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
っ
て
実

施
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
す
ば
ら
し
い
」
と
、

胸
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。 

 

（
調
査
部
主
任
調
査
員
　
荻
野
登
） 
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中国 

農
村
か
ら
都
市
へ
の
円
滑
な
労
働
力
移
動
を
促
進 

Business Labor Trend  2004.2

　
中
国
共
産
党
と
政
府
は
、
農
村
の

余
剰
労
働
力
の
都
市
へ
の
移
動
を
従

来
よ
り
肯
定
的
に
と
ら
え
、
重
要
視

す
る
決
定
を
下
し
た
。
こ
の
背
景
に

は
、
①
都
市
で
就
労
す
る
出
稼
ぎ
労

働
者
が
九
四
〇
〇
万
人
を
超
え
社
会

的
に
無
視
で
き
な
い
勢
力
に
な
っ
て

き
た
②
東
部
の
経
済
発
展
地
域
に
農

村
か
ら
の
比
較
的
低
賃
金
の
労
働
者

を
送
り
込
む
必
要
が
あ
る
③
農
村
の

「
一
人
っ
子
政
策
」
が
十
分
機
能
し

て
い
な
い
た
め
余
剰
労
働
力
が
年
々

増
大
し
つ
つ
あ
る
④
農
村
の
経
済
が

余
剰
労
働
力
を
十
分
吸
収
す
る
ほ
ど

成
長
し
て
い
な
い
な
ど
の
背
景
が
あ

る
。 

  
１
．
中
国
共
産
党
の
方
針
決
定 

 

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
、
「
中
国
共

産
党
中
央
委
員
会
の
社
会
主
義
市
場

経
済
体
制
を
改
善
す
る
若
干
の
問
題

に
関
す
る
決
定
」
が
決
議
さ
れ
、
こ

の
中
で
、
農
村
の
余
剰
労
働
力
に
就

職
の
機
会
を
与
え
る
諸
制
度
を
改
善

す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

た
。
こ
の
決
定
の
主
な

内
容
は
次
の
通
り
で
あ

る
。 

・
農
村
の
余
剰
労
働
力

を
都
市
に
移
動
さ
せ

就
職
さ
せ
る
こ
と
は
、

農
民
の
増
収
を
図
り
、

都
市
化
を
推
進
す
る

上
で
重
要
な
方
法
で

あ
る
。 

・
農
村
の
余
剰
労
働
力

の
技
能
訓
練
機
関
を

建
設
し
、
郷
鎮
企
業

の
企
業
改
革
を
推
進

し
、
各
県
の
経
済
を

発
展
さ
せ
、
農
村
の

就
業
機
会
を
増
大
さ

せ
る
。 

・
都
市
と
農
村
の
労
働
市
場
を
統
一

し
、
双
方
の
労
働
者
の
平
等
な
就

業
制
度
を
成
立
さ
せ
る
。 

・
戸
籍
制
度
改
革
を
進
め
、
人
口
移

動
を
管
理
し
、
秩
序
を
保
ち
な
が

ら
農
村
の
余
剰
労
働
力
を
都
市
に

移
動
さ
せ
る
。 

・
都
市
化
を
加
速
さ
せ
、
農
村
か
ら

の
出
稼
ぎ
労
働
者
が
都
市
に
安
定

し
た
職
業
と
住
所
を
持
つ
場
合
に

お
い
て
、
当
該
地
域
の
規
定
に
基

づ
き
、
就
労
地
ま
た
は
居
住
地
に

戸
籍
登
録
を
さ
せ
る
。 

 

２
．
出
稼
ぎ
労
働
者
九
四
〇
〇
万
人 

 
今
回
の
中
国
共
産
党
の
決
定
の
背

景
に
は
、
都
市
で
就
労
す
る
農
村
か

ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
増
大
が
あ
る
。

政
府
に
よ
れ
ば
そ
の
数
は
つ
い
に
九

四
〇
〇
万
人
を
超
え
、
今
後
毎
年
五

〇
〇
万
人
前
後
増
加
す
る
と
推
計
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
農
村
の
労

働
力
は
四
億
八
五
〇
〇
万
人
に
上
り
、

こ
の
う
ち
一
億
五
〇
〇
〇
万
人
が
余

剰
労
働
力
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
中

国
共
産
党
と
政
府
は
、
こ
の
農
村
余

剰
労
働
力
の
都
市
へ
の
移
動
を
円
滑

に
進
め
る
こ
と
は
、
「
小
康
社
会
」

を
築
く
上
で
重
要
な
政
治
的
任
務
で

あ
る
と
発
表
す
る
に
至
っ
て
い
る
。 

 

政
府
の
最
近
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

農
村
の
余
剰
労
働
者
の
主
な
特
徴
と

し
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

・
低
学
歴
で
技
能
水
準
の
低
い
労
働

者
が
多
く
、
専
門
的
な
職
業
訓
練

を
受
け
た
も
の
は
約
一
割
と
推
定

さ
れ
る
。 

・
一
九
九
〇
年
代
は
建
設
業
で
就
労

す
る
出
稼
ぎ
労
働
者
が
圧
倒
的
に

多
か
っ
た
が
、
近
年
は
飲
食
業
、

流
通
業
な
ど
の
第
三
次
産
業
で
就

労
す
る
者
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。 

・
出
稼
ぎ
労
働
収
入
が
農
民
の
全
収

入
に
占
め
る
比
率
が
増
加
傾
向
に

あ
り
、
二
〇
〇
二
年
に
は
平
均
で

農
民
の
増
収
部
分
の
四
一
・
八
％

を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。 

・
都
市
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
が
農
村
に

与
え
る
影
響
は
経
済
面
に
止
ま
ら

な
い
。
農
村
に
根
強
く
残
っ
て
い

る
封
建
的
な
思
想
の
解
消
な
ど
の

影
響
も
与
え
、
肯
定
的
に
と
ら
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

  

３
．
権
益
保
護
も
必
要
に 

 

一
方
、
農
村
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働

者
は
就
労
先
に
お
い
て
労
働
者
と
し

て
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
お
り
、
都

市
に
戸
籍
を
持
つ
労
働
者
と
比
較
し

て
様
々
な
不
利
益
を
受
け
て
き
た
。 

（
１
）合
法
的
権
益
の
侵
害 

①
未
払
い
賃
金
問
題 

中
国
　
四
・
七
％
を
目
標 

　
労
働
・
社
会
保
障
部
の
鄭
斯
林
部

長
は
昨
年
一
二
月
二
二
日
に
開
か
れ

た
全
国
労
働
・
社
会
保
障
工
作
会
議

で
、
来
年
の
失
業
率
（
都
市
部
登
録

済
み
、
以
下
同
）
に
つ
い
て
四
・
七

％
前
後
に
抑
え
る
の
が
目
標
と
明
ら

か
に
し
た
。
来
年
の
就
職
者
は
新
規

が
九
〇
〇
万
人
、
失
業
者
・
レ
イ
オ

フ
従
業
員
の
再
就
職
が
五
〇
〇
万
人

を
目
指
す
。 

 

今
年
の
就
職
者
は
新
規
が
八
〇
〇

万
人
、
失
業
者
・
レ
イ
オ
フ
従
業
員

の
再
就
職
が
四
〇
〇
万
人
に
達
し
た
。

男
性
五
〇
歳
以
上
、
女
性
四
〇
歳
以

上
の
中
高
年
レ
イ
オ
フ
者
は
、
目
標

と
す
る
一
〇
〇
万
人
の
再
就
職
を
実

現
。
失
業
率
は
四
・
三
％
前
後
で
目

標
の
四
・
五
％
以
内
に
抑
え
ら
れ
た

も
よ
う
。 

　
（
提
供
　
エ
ヌ
・
エ
ヌ
・
エ
ー
） 

 

台
湾
　
失
業
率
01
年
夏
以
来
最
低 

 

行
政
院
主
計
処
（
予
算
会
計
統
計

庁
）
に
よ
る
と
、
昨
年
一
一
月
の
失

業
率
は
前
月
一
〇
月
よ
り
〇
・
二
一

ポ
イ
ン
ト
低
い
四
・
七
一
％
で
、
二

〇
〇
一
年
八
月
以
来
二
九
カ
月
で
最

低
値
と
な
っ
た
。 

　
一
〜
一
一
月
の
平
均
失
業
率
は
前

年
同
期
比
〇
・
一
五
ポ
イ
ン
ト
減
の

五
・
〇
三
％
で
、
二
〇
〇
三
年
通
年

の
失
業
率
が
五
％
を
下
回
る
可
能
性

も
出
て
き
た
。
失
業
率
減
少
の
要
因

と
し
て
は
、
政
府
に
よ
る
公
共
サ
ー

ビ
ス
就
業
拡
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
効

果
や
、
台
北
一
〇
一
モ
ー
ル
の
開
幕

な
ど
に
よ
る
就
業
機
会
の
増
加
が
あ

人口が急増する北京市内 
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政
府
が
出
稼
ぎ
労
働
者
の
比
較
的

多
い
二
三
の
省
で
未
払
い
賃
金
に
つ

い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
（
二
〇
〇
二

年
）
、
理
由
な
く
賃
金
の
支
払
い
を

延
滞
し
て
い
た
案
件
は
一
万
三
〇
〇

〇
件
、
金
額
に
し
て
三
億
五
〇
〇
〇

万
元
、
不
利
益
を
受
け
た
労
働
者
は

六
二
万
六
〇
〇
〇
人
に
及
ん
で
い
た
。 

 

延
滞
し
て
い
た
企
業
は
、
私
営
企

業
、
香
港
・
マ
カ
オ
・
台
湾
系
企
業
、

外
資
系
企
業
に
多
く
、
業
種
で
は
、

建
設
業
が
突
出
し
て
多
く
、
次
い
で

サ
ー
ビ
ス
業
、
製
造
業
に
多
か
っ
た
。 

②
不
合
理
な
手
続
き
費
の
徴
収 

 

各
地
方
政
府
は
、
出
稼
ぎ
労
働
者

に
対
し
、
様
々
な
手
続
き
を
要
求
し

て
い
る
。
「
労
働
省
証
書
」
、
「
臨
時

居
留
証
書
」
、
「
健
康
診
断
証
書
」
、

「
就
業
証
書
」、「
婚
姻
証
書
」、「
職

業
資
格
証
書
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
費
用
が
、
年
間
数
百
元
に
達
し

て
い
る
。
ま
た
、
就
労
地
に
お
い
て

高
額
の
人
口
管
理
費
、
清
掃
費
を
徴

収
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
背
景

と
し
て
、
出
稼
ぎ
労
働
者
が
社
会
不

安
、
治
安
の
悪
化
、
公
衆
衛
生
の
悪

化
を
も
た
ら
す
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面

が
強
調
さ
れ
、
地
方
政
府
が
厳
し
い

管
理
を
強
い
て
き
た
こ
と
が
要
因
と

な
っ
て
い
る
。 

③
守
ら
れ
な
い
労
働
契
約 

 

労
働
市
場
の
現
況
は
供
給
過
剰
で

あ
る
た
め
、
使
用
者
側
が
有
利
な
立

場
に
あ
る
。
加
え
て
、
農
村
の
余
剰

労
働
者
が
都
市
で
公
式
な
職
業
紹
介

機
関
を
通
じ
て
職
を
得
よ
う
と
す
る

と
、「
所
得
技
術
」、「
学
歴
」、「
計

画
出
産
証
書
」、「
出
境
就
労
許
可
証
」

な
ど
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
。
多
く

の
出
稼
ぎ
労
働
希
望
者
は
、
使
用
者

側
の
要
求
水
準
に
達
し
な
い
。
こ
の

た
め
、
彼
ら
は
「
託
関
係
」（
知
人
や

親
戚
な
ど
に
頼
む
）
や
「
黒
職
介
」

（
非
合
法
に
職
業
斡
旋
事
業
を
展
開

し
て
い
る
業
者
）
を
通
じ
て
職
を
探

す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
出
稼
ぎ

労
働
者
の
立
場
の
弱
さ
に
つ
け
こ
む

悪
徳
な
使
用
者
が
存
在
し
、
正
式
な

労
働
契
約
を
交
わ
さ
ず
、
低
賃
金
で

就
労
さ
せ
、
支
払
い
さ
え
定
期
に
行

わ
な
い
と
い
う
問
題
が
発
生
し
て
い

る
。 

（
２
）法
・
制
度
の
未
整
備 

 

賃
金
支
払
い
関
係
の
法
律
は
、
労

働
法
、
企
業
最
低
賃
金
規
定
、
賃
金

支
払
い
暫
定
規
定
な
ど
で
あ
る
。
現

行
法
の
内
容
は
原
則
や
手
続
き
を
定

め
た
も
の
が
多
く
、
未
払
い
事
業
主

に
対
す
る
処
罰
を
定
め
て
は
い
な
い
。

労
働
者
側
は
例
え
労
働
保
障
監
察
部

門
に
訴
え
て
も
行
政
的
な
指
導
が
出

さ
れ
る
だ
け
で
、
処
罰
権
は
な
い
。

企
業
が
行
政
指
導
を
受
け
、
不
履
行

の
場
合
に
は
労
働
保
障
監
察
部
門
が

裁
判
所
に
強
制
執
行
を
申
請
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
労
働
者
は
、
裁
判
受

理
費
、
執
行
費
、
執
行
担
保
金
等
の

支
払
い
が
必
要
に
な
る
。
労
働
者
は
、

時
間
と
費
用
を
か
け
て
争
う
こ
と
を

躊
躇
す
る
傾
向
が
強
い
。 

 

ま
た
、
労
働
保
障
監
察
組
織
は
大

都
市
で
は
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、

地
方
都
市
で
は
未
整
備
な
こ
と
が
多

い
。
組
織
名
は
あ
っ
て
も
兼
職
の
職

員
が
多
く
、
発
生
し
た
案
件
に
対
す

る
処
理
能
力
が
低
く
、
機
能
し
て
い

な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。 

（
３
）不
平
等
な
子
供
の
教
育
機
会 

 

最
近
の
傾
向
と
し
て
、
出
稼
ぎ
労

働
者
が
妻
子
を
連
れ
て
移
住
す
る
例

が
増
加
し
て
い
る
。
中
国
で
は
女
性

が
結
婚
後
も
働
き
続
け
る
こ
と
が
普

通
で
あ
る
た
め
共
働
き
家
庭
が
多
い

が
、
そ
う
し
た
家
庭
で
は
家
事
、
育

児
、
年
老
い
た
両
親
の
世
話
な
ど
の

た
め
に
低
賃
金
の
家
政
婦
を
雇
用
す

る
場
合
が
多
く
、
出
稼
ぎ
労
働
者
の

妻
が
家
政
婦
と
し
て
就
業
す
る
例
が

増
加
し
て
い
る
。 

 

両
親
が
都
市
に
出
る
際
に
は
子
ど

も
も
連
れ
て
く
る
場
合
が
多
い
。
そ

う
し
た
児
童
の
う
ち
、
現
在
小
学
校

の
就
学
年
齢
に
達
し
て
い
る
も
の
は

約
七
〇
〇
万
人
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
都
市
の
児
童
に
比
べ
て
良
い

教
育
を
受
け
る
機
会
が
少
な
く
、
私

立
の
小
学
校
で
高
い
授
業
料
を
支
払

い
、
多
く
の
場
合
教
育
水
準
の
低
い

授
業
を
受
け
て
い
る
の
が
実
情
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
児
童
の

中
学
へ
の
進
学
率
は
二
〇
％
以
下
と

推
計
さ
れ
て
い
る
。 

  

４
．
政
府
の
新
し
い
取
り
組
み 

 

こ
う
し
た
状
況
に
対
処
す
る
た
め

、

い
く
つ
か
の
新
し
い
政
策
、
制
度
が

す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。 

（
１
）農
民
労
働
者
の
訓
練
計
画 

 

都
市
で
移
動
す
る
農
村
か
ら
の
労

働
者
の
地
位
向
上
に
は
、
労
働
者
と

し
て
の
付
加
価
値
を
高
め
る
必
要
が

あ
る
。
農
業
部
、
労
働
社
会
保
障
部

な
ど
の
政
府
の
六
つ
の
関
係
部
門
は

「
二
〇
〇
三
年
〜
二
〇
一
〇
年
全
国

農
民
労
働
者
訓
練
計
画
」
を
制
定
し

た
。
こ
の
計
画
は
、
農
民
労
働
者
の

教
養
と
職
業
技
術
の
向
上
、
非
農
業

部
門
で
の
就
業
能
力
の
向
上
、
農
村

余
剰
労
働
力
の
合
理
的
で
秩
序
の
あ

る
都
市
へ
の
移
動
の
実
現
を
目
的
に

し
て
い
る
。
こ
の
計
画
で
は
、
二
〇

〇
三
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
農

村
に
在
住
す
る
労
働
者
の
中
で
、
農

業
以
外
の
職
業
を
希
望
す
る
労
働
者

六
〇
〇
〇
万
人
を
対
象
に
簡
単
な
就

業
訓
練
を
実
施
し
、
ま
た
こ
の
う
ち

三
五
〇
〇
万
人
に
技
能
訓
練
を
実
施

し
、
さ
ら
に
す
で
に
農
業
以
外
の
職

業
に
従
事
し
て
い
る
約
二
億
人
の
農

民
労
働
者
に
対
し
て
も
技
能
訓
練
を

実
施
す
る
と
し
て
い
る
。 

（
２
）先
進
地
域
の
取
り
組
み 

 

一
部
の
地
域
で
は
、
国
よ
り
早
く

、

出
稼
ぎ
労
働
者
の
権
益
保
護
政
策
を

新
た
に
開
始
し
た
。
そ
の
一
つ
江
西

省
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
一
日
、

全
国
に
先
駆
け
て
「
江
西
省
労
働
保

障
監
察
条
例
」
を
施
行
開
始
し
た
。

こ
の
条
例
に
よ
り
、
賃
金
未
払
い
、

各
種
社
会
保
険
の
掛
け
金
の
未
払
い

企
業
、
不
法
な
就
職
斡
旋
事
業
実
施

業
者
に
対
し
、
労
働
保
障
監
察
局
が

財
産
の
差
し
押
さ
え
、
売
却
を
行
う

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
同
条
例
は
、

労
働
保
障
監
察
の
適
用
範
囲
、
所
轄

制
度
、
職
権
内
容
、
監
察
内
容
、
監

察
経
費
の
保
証
な
ど
に
関
し
て
明
確

な
規
定
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
、
労

働
契
約
を
結
ば
ず
に
労
働
者
を
雇
用

す
る
使
用
者
に
対
し
て
行
政
処
罰
を

下
す
権
利
を
労
働
保
障
監
察
局
に
与

え
て
い
る
。
　
　
（
国
際
研
究
部
） 

げ
ら
れ
る
。 

　
（
提
供
　
エ
ヌ
・
エ
ヌ
・
エ
ー
） 

 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
　
増
え
る
契
約
公
務
員 

 

政
府
で
一
部
の
職
種
に
短
期
契
約

制
を
導
入
す
る
動
き
が
広
が
っ
て
い

る
。
財
務
省
は
今
年
度
、
調
査
や
広

報
な
ど
の
職
種
に
少
な
く
と
も
二
〇

人
の
「
契
約
公
務
員
」
を
雇
っ
て
お

り
、
省
も
職
員
も
就
い
た
仕
事
に
適

し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
で
き

る
と
そ
の
利
点
を
強
調
し
て
い
る
。 

 

契
約
公
務
員
を
最
初
に
採
用
し
た

の
は
人
的
資
源
省
。
同
省
は
、
多
様

化
す
る
労
働
市
場
に
わ
れ
わ
れ
自
身

が
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
認
識

か
ら
、
二
〇
〇
二
年
半
ば
か
ら
一
〜

二
年
の
短
期
契
約
職
員
を
採
用
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
職
員
に
は
「
正
公

務
員
」
と
同
条
件
の
給
与
や
手
当
を

与
え
て
お
り
、
契
約
満
了
前
に
長
期

契
約
へ
切
り
替
え
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

短
期
雇
用
契
約
へ
の
対
応
は
省
に

よ
っ
て
異
な
る
。
教
育
省
は
少
数
の

外
国
人
教
師
を
契
約
公
務
員
と
し
て

雇
用
し
て
お
り
、
国
家
開
発
省
は
契

約
制
導
入
を
検
討
中
。
内
務
省
は
一

時
的
な
仕
事
に
つ
い
て
の
み
契
約
公

務
員
を
雇
用
し
て
お
り
、
そ
の
数
は

全
体
の
五
％
未
満
だ
と
い
う
。 

 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
契
約
社
員

へ
の
切
り
替
え
は
近
年
に
な
っ
て
目

立
っ
て
い
る
。
臨
時
や
短
期
の
職
に

就
い
て
い
る
人
の
数
は
二
〇
〇
一
年

の
五
万
九
四
〇
〇
人
か
ら
二
〇
〇
二

年
は
七
万
四
六
〇
〇
人
へ
増
加
し
た
。 

　
　
　
　
　
　
　
（
国
際
研
究
部
） 

 



ハイライト 

スペイン 

収
入
だ
け
で
は
な
い
？
労
働
の
満
足
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性・年齢・教育水準・就業部門別にみた労働に対する満足度 

（資料：El mercado de trabajo en Espana（2003年12月）） 

Business Labor Trend  2004.2

英
国
　
進
む
労
働
市
場
の
二
極
化 

 

労
働
市
場
の
二
極
化
が
進
行
し
て

い
る
。
低
所
得
と
高
所
得
の
職
種
が

増
大
し
て
い
る
の
に
対
し
て
中
所
得

の
職
種
の
割
合
が
減
っ
て
い
る
こ
と

が
、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・

ビ
ジ
ネ
ス
（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）
の
調
査
で
分

か
っ
た
。
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
技

能
労
働
が
経
済
全
体
に
均
一
に
拡
大

す
る
と
の
従
来
の
見
方
が
過
度
に
単

純
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 

高
所
得
・
高
技
能
労
働
は
金
融
や

ビ
ジ
ネ
ス
・
サ
ー
ビ
ス
の
専
門
職
・

管
理
職
で
増
大
し
、
低
技
能
労
働
は

主
に
低
賃
金
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
増

大
し
て
い
る
一
方
で
、
事
務
職
や
熟

練
肉
体
労
働
な
ど
の
い
わ
ば
「
中
所

得
・
中
技
能
」
職
種
は
減
っ
て
お
り
、

こ
う
し
た
労
働
市
場
の
二
極
化
傾
向

が
進
め
ば
、
賃
金
格
差
も
拡
大
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。 

 

た
だ
、
も
し
中
技
能
労
働
の
需
要

が
減
っ
て
低
技
能
労
働
の
需
要
が
増

え
れ
ば
、
後
者
の
賃
金
は
相
対
的
に

上
昇
す
る
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
そ

う
し
た
傾
向
は
見
ら
れ
ず
、
調
査
報

告
は
そ
の
理
由
は
不
明
だ
と
し
て
い

る
。 

 

同
国
労
働
市
場
の
こ
う
し
た
特
徴

は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
「
〇
三
年
雇
用
レ

ポ
ー
ト
」
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
賃
金
水
準
を
団
交

よ
り
も
市
場
に
よ
っ
て
決
定
す
る
な

ど
、
労
働
市
場
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ

ィ
ー
を
進
め
る
諸
施
策
が
賃
金
格
差

の
増
大
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
と
、
同
レ
ポ
ー
ト
は
述
べ

て
い
る
。
　
　
　
（
国
際
研
究
部
） 

  

労
働
条
件
に
対
す
る
満
足
・
不
満

足
の
具
体
的
な
表
明
と
は
別
に
、
ス

ペ
イ
ン
人
労
働
者
は
自
ら
の
雇
用
に

か
な
り
の
満
足
度
を
示
し
て
い
る
。

　
労
働
に
お
け
る
生
活
の
質
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
ス
ペ
イ

ン
人
は
自
身
の
雇
用
を
一
〇
点
満
点

中
六
・
七
点
と
評
価
し
て
い
る
。
意

外
な
こ
と
に
社
会
的
、
職
業
的
な
違

い
に
よ
る
差
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

性
別
で
は
、
男
性
が
六
・
七
点
と
評

価
し
て
い
る
の
に
対
し
、
女
性
で
は

六
・
六
点
で
、
男
性
の
方
が
わ
ず
か

に
満
足
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

   
年
齢
と
と
も
に
高
ま
る
満
足
感   

 

満
足
度
は
、
二
〇
歳
未
満
の
労
働

者
を
除
き
、
一
般
に
年
齢
と
と
も
に

高
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
二
〇

歳
〜
二
四
歳
の
労
働
者
で
は
評
価
が

六
・
四
点
で
あ
る
が
、
六
五
歳
以
上

で
は
七
・
七
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
年
齢
と
と
も
に
労
働
条
件
が

向
上
す
る
こ
と
、
ま
た
若
い
時
に
は

か
な
え
ら
れ
な
い
様
々
な
希
望
が
年

と
と
も
に
か
な
え
ら
れ
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。 

 

労
働
者
の
教
育
水
準
は
労
働
に
対

す
る
満
足
度
と
高
い
相
関
関
係
に
あ

る
が
、
教
育
水
準
の
高
い
労
働
者
ほ

ど
、
賃
金
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
面
で

条
件
の
良
い
職
を
得

て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
は
当
然
と
い
え

る
。 

 

民
間
部
門
の
労
働

者
に
よ
る
評
価
は
六
・

五
点
で
、
逆
に
公
共

部
門
で
は
七
・
〇
点

と
平
均
を
上
回
っ
て

い
る
。
し
か
し
満
足

度
が
最
も
高
い
の
は

共
同
組
合
員
（
七
・

六
点
）
で
、
経
営
者

（
七
・
四
点
）
よ
り

も
高
く
な
っ
て
お
り
、

報
酬
以
外
の
要
因
が

満
足
度
の
決
定
に
影

響
し
て
い
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
（
図

参
照
） 

   

特
に
低
い
の
は
家
事
労
働
者 

 

職
種
別
に
み
て
い
く
と
、
企
業
管

理
職
の
満
足
度
は
七
・
三
点
で
、
続

い
て
技
能
訓
練
度
の
高
い
非
肉
体
労

働
者
（
七
・
一
点
）
、
技
能
訓
練
度

の
高
い
肉
体
労
働
者
（
六
・
七
点
）
、

非
熟
練
労
働
者
（
六
・
〇
点
）
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
性
別

で
見
る
と
、
満
足
度
が
最
も
高
い
労

働
者
は
軍
隊
で
勤
務
す
る
女
性
で
、

男
性
の
軍
人
を
二
ポ
イ
ン
ト
上
回
る

八
・
六
点
と
い
う
、
極
め
て
高
い
評

価
を
下
し
て
い
る
。 

  

教
育
部
門
の
労
働
者
で
は
七
・
二

点
と
非
常
に
高
く
、
初
等
教
育
・
中

等
教
育
の
教
員
を
中
心
に
鬱
を
訴
え

る
者
が
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
矛
盾

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
金
融

部
門
（
七
・
二
点
）
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

部
門
（
六
・
九
点
）
、
水
産
業
（
六
・

九
点
）
で
も
、
平
均
を
か
な
り
上
回

る
評
価
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
家

事
労
働
従
事
者
で
は
五
・
六
点
と
極

め
て
低
く
、
ス
ペ
イ
ン
人
労
働
者
全

体
の
自
己
の
労
働
に
た
い
す
る
平
均

的
な
評
価
か
ら
唯
一
大
き
く
か
け
離

れ
て
い
る
。
ま
た
、
農
業
労
働
者
も

六
・
二
点
と
、
評
価
は
低
い
。
い
ず

れ
の
場
合
も
、
女
性
の
方
が
男
性
よ

り
一
層
低
い
評
価
と
な
っ
て
い
る
点



フランス 

特
定
連
帯
手
当
改
革
法
案
を
可
決
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シ
ラ
ク
大
統
領
は
「
社
会
的
亀
裂
」

が
拡
大
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
の
懸
念

を
示
し
て
い
た
が
、
政
府
は
失
業
手

当
の
受
給
権
が
切
れ
た
失
業
者
に
対

す
る
特
定
連
帯
手
当
（
Ａ
Ｓ
Ｓ
）
の

支
給
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
不
安
を

増
幅
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。

フ
ィ
ヨ
ン
社
会
問
題
相
が
推
進
す
る

こ
の
改
革
は
、
労
働
団
体
や
野
党
だ

け
で
な
く
、
与
党
の
一
部
か
ら
も
反

発
を
受
け
て
い
る
。
与
党
フ
ラ
ン
ス

民
主
連
合
（
Ｕ
Ｄ
Ｆ
）
の
バ
イ
ル
ー

党
首
は
こ
の
改
革
を
「
災
厄
を
生
む

社
会
的
シ
グ
ナ
ル
」
と
呼
ぶ
。 

 

政
府
は
一
〇
月
二
一
日
に
若
干
の

手
直
し
に
応
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ａ

Ｓ
Ｓ
の
受
給
権
を
失
っ
た
人
た
ち
は

二
〇
〇
四
年
か
ら
現
役
最
低
所
得
（
Ｒ

Ｍ
Ａ
）
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
目
的
は
社
会

復
帰
最
低
所
得
（
Ｒ
Ｍ
Ｉ
）
受
給
者

の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
譲
歩
に
よ
っ
て

批
判
を
封
じ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
い
く

つ
か
の
疑
問
点
が
未
解
決
の
ま
ま
だ

か
ら
だ
。
Ａ
Ｓ
Ｓ
か
ら
Ｒ
Ｍ
Ａ
へ
の

移
行
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
の

か
。
そ
の
点
で
、
対
象
者
の
状
況
は

改
善
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
二

〇
〇
四
年
に
Ｒ
Ｍ
Ｉ
と
Ｒ
Ｍ
Ａ
を
先

行
実
施
す
る
各
県
は
Ａ
Ｓ
Ｓ
の
「
受

給
権
喪
失
者
」
を
受
け
入
れ
る
資
金

が
あ
る
の
か
。 

 

一
九
八
四
年
に
創
設
さ
れ
た
Ａ
Ｓ

Ｓ
は
失
業
手
当
が
打
ち
切
り
に
な
っ

た
失
業
者
に
国
が
無
期
限
で
与
え
る

手
当
で
あ
る
。
フ
ィ
ヨ
ン
改
革
に
よ

る
と
、
新
規
受
給
者
は
二
年
、
す
で

に
受
給
し
て
い
る
者
は
三
年
に
支
給

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

「
給
付
方
式
」（
対
象
者
は
五
五
歳
未

満
）
の
改
定
に
よ
り
、
政
府
は
二
〇

〇
四
年
に
お
よ
そ
一
億
五
〇
〇
〇
万

ユ
ー
ロ
を
節
約
で
き
る
。
公
共
支
出

抑
制
の
問
題
に
対
応
す
る
に
は
ほ
ど

遠
い
フ
ィ
ヨ
ン
改
革
は
、
ひ
と
つ
の

明
確
な
哲
学
の
な
か
に
そ
の
源
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
失
業
手
当
が
雇

用
の
不
在
を
無
期
限
に
補
償
す
る
の

は
健
全
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
だ
。 

 

「
援
助
の
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
社
会
復

帰
の
ロ
ジ
ッ
ク
へ
移
行
す
る
た
め
に
」、

「
Ａ
Ｓ
Ｓ
受
給
権
喪
失
者
」
は
す
ぐ

に
Ｒ
Ｍ
Ａ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
に

な
る
。
こ
の
新
た
な
措
置
が
一
一
月

中
旬
に
国
民
議
会
へ
提
出
さ
れ
る
法

案
に
定
め
ら
れ
る
。
い
か
な
る
受
給

年
数
条
件
に
も
従
わ
な
い
「
Ａ
Ｓ
Ｓ

受
給
権
喪
失
者
」
は
別
に
し
て
、
一

年
か
ら
二
年
の
間
Ｒ
Ｍ
Ｉ
を
受
け
取

っ
て
い
る
人
た
ち
に
は
Ｒ
Ｍ
Ａ
が
用

意
さ
れ
る
。
Ｒ
Ｍ
Ａ
は
時
間
最
低
賃

金
（
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
）
が
支
払
わ
れ
る
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
形
を
と
り
、

受
給
者
の
た
め
に
職
業
訓
練
が
施
さ

れ
る
。 

 

二
〇
〇
四
年
七
月
一
日
か
ら
六
カ

月
の
間
に
、
お
よ
そ
一
三
万
人
の
求

職
者
が
Ａ
Ｓ
Ｓ
を
打
ち
切
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
。
一
部
の
者
は
す

ぐ
に
Ｒ
Ｍ
Ｉ
に
移
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
Ｒ
Ｍ
Ａ
の
資
格
を
持
た
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
Ｒ
Ｍ
Ｉ
は
家
計
の
各
構

成
員
の
所
得
を
考
慮
し
、
資
産
条
件

に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
計

算
方
式
の
た
め
に
、
Ａ
Ｓ
Ｓ
を
打
ち

切
ら
れ
て
も
、
Ｒ
Ｍ
Ｉ
の
特
典
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
わ
け

だ
。
そ
れ
が
ど
の
く
ら
い
の
割
合
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

全
国
商
工
業
雇
用
協
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ

Ｄ
Ｉ
Ｃ
）
は
数
字
を
把
握
し
て
い
な

い
よ
う
だ
が
、
社
会
問
題
省
筋
は
、

「
Ａ
Ｓ
Ｓ
を
打
ち
切
ら
れ
た
者
の
半

数
以
上
が
Ｒ
Ｍ
Ａ
を
受
け
取
る
こ
と

に
な
る
」
と
み
て
い
る
。
Ｒ
Ｍ
Ａ
を

受
け
取
れ
な
い
者
た
ち
の
運
命
も
気

に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
以
上
に

フ
ィ
ヨ
ン
改
革
は
「
雇
用
市
場
の
可

能
性
」
に
関
す
る
問
題
も
提
起
し
て

い
る
。
果
た
し
て
企
業
は
Ｒ
Ｍ
Ａ
に

関
心
を
寄
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
各
県
は
Ｒ
Ｍ
Ａ
の
ポ
ス

ト
を
創
設
す
る
の
に
苦
労
す
る
に
違

い
な
い
。 

 

社
会
問
題
省
筋
は
、
受
給
者
に
Ａ

Ｓ
Ｓ
や
Ｒ
Ｍ
Ｉ
よ
り
も
多
く
の
稼
ぎ

を
可
能
に
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
使
用

者
に
も
「
十
分
に
興
味
深
い
」
金
銭

的
条
件
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

Ｒ
Ｍ
Ａ
の
魅
力
に
自
信
を
持
っ
て
い

る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
Ｒ
Ｍ
Ａ
受
給

者
の
所
得
は
Ｒ
Ｍ
Ｉ
と
た
い
し
て
変

わ
ら
な
い
（
単
身
者
で
月
額
四
一
一

ユ
ー
ロ
）
。 

 

一
方
で
、
Ｒ
Ｍ
Ａ
の
成
功
は
県
の

力
に
か
か
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年

予
算
は
、
Ｒ
Ｍ
Ｉ
と
Ｒ
Ｍ
Ａ
に
関
す

る
新
た
な
責
任
を
果
た
す
た
め
に
、

石
油
製
品
内
国
税
の
税
収
か
ら
徴
収

さ
れ
る
四
九
〇
億
ユ
ー
ロ
を
県
に
与

え
る
こ
と
を
決
め
た
。
し
か
し
、
各

県
は
こ
の
額
が
十
分
だ
と
考
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

（
国
際
研
究
部
） 

が
特
徴
で
あ
る
（
そ
れ
ぞ
れ
五
・
六

点
及
び
五
・
七
点
）
。 

   

収
入
額
よ
り
も
通
勤
時
間
が
影
響
？  

  

地
方
別
で
見
る
と
、
評
価
が
高
い

の
は
カ
ナ
リ
ア
ス
州
（
七
・
一
点
）

及
び
バ
レ
ア
レ
ス
州
（
七
・
〇
点
）

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
労
働
者
の
満

足
度
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
賃
金
は
、

こ
れ
ら
二
州
で
は
平
均
よ
り
も
低
く

な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。 

 

逆
に
評
価
が
低
い
の
は
カ
ン
タ
ブ

リ
ア
州
（
六
・
五
点
）
、
ア
ン
ダ
ル

シ
ア
州
（
六
・
六
点
）
、
バ
レ
ン
シ

ア
州
（
六
・
六
点
）
、
バ
ス
ク
州
（
六
・

六
点
）
等
で
あ
る
。
人
口
一
万
人
以

下
の
町
に
居
住
す
る
労
働
者
で
は
評

価
が
六
・
九
点
で
、
人
口
一
〇
万
人

以
上
の
都
市
居
住
者
（
六
・
六
点
）

よ
り
も
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
労
働

に
対
す
る
満
足
度
と
居
住
し
て
い
る

市
町
村
の
規
模
と
の
間
に
は
相
関
関

係
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
通
勤
時

間
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
人
口
の
多
い

都
市
に
お
い
て
は
、
特
に
女
性
労
働

者
に
よ
る
評
価
が
男
性
よ
り
も
低
く

な
っ
て
い
る
。 

 

参
考
・
委
託
調
査
員
レ
ポ
ー
ト 

 

（
国
際
研
究
部
） 
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◆賃金引上げ等の実態に関する調査（平成15年）　　　　　　　　12月17日（厚生労働省） 

　・平成１５年中に１人当たり平均賃金を引き上げる企業割合は６２．７％で引き下げる企業割合は７．２％。 

　・賃金改定額（常用労働者による加重平均）は３，０６４円、改定率は１．０％。ともに昭和５５年に現行の集計を開始以来、最

低水準。 

◆雇用動向調査（平成15年上半期）　　　　　　　　　　　　　　12月17日（厚生労働省） 

 ・入職率は８．９％（前年同期８．８％）、離職率は９．４％（同９．３％）で、２年連続の離職超過。  

 ・離職理由は、「経営上の都合」が１０．１％（同１４．４％）と前年同期に比べ低下。 

◆第1回21世紀成年者縦断調査～国民の生活に関する継続調査～　　12月18日（厚生労働省） 

　・20～35歳の女性（子供を持つが仕事を持たない有配偶者）が就業を希望する割合は、末子の年齢が「１歳未満」で

40.8％、「１～２歳」45.2％、「３～５歳」57.1％、「６～８歳」65.9％と、末子の年齢が高いほど多い。 

最 近 の 統 計 調 査 より  

12月11日～1月10日に公表された主な労働関係統計　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月次統計を除く） 

　注目の統計・指標 

労働組合基礎調査（平成15年）  　　　　　　　　　　　　　12月17日（厚生労働省） 

～推定組織率が初めて２割を下回る～ 
　平成15年6月30日現在の労働組合数は63,955組合で、前年に比べ1,687組合、2.6％の減となった。また、労働組合

員数は1,053万1千人で、前年に比べ26万9千人、2.5％の減と9年連続の減少となった。この結果、雇用者に占める労

働組合員数の割合である推定組織率は、19.6％と前年の20.2％に比べ0.6ポイントの低下となり、初めて2割を下回っ

た。組織率の低下は欧米諸国でもみられ、アメリカ13.4％、イギリス29.1％、ドイツ27.0％（いずれも平成14年）と

なっている。 

　一方、労働組合員のうちパートタイム労働者は33万1千人と前年に比べて13.1％増加し、全労働組合員数に占める

割合は3.2％となっている。 

 

図　雇用者数、労働組合員数及び推定組織率 

情報解析部 

推定組織率 

雇用者数 
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主　要　労　働　指　標 

１５歳以上 
人口 

資料出所 

注1）短時間女性雇用者数は、非農林業に従事する週間就業時間が35時間未満の雇用者。 

注2）pは速報値。 

総務省「労働力調査」 厚生労働省「一般職業紹介状況」 厚生労働省 

1998年 

99　 

2000年 

01　 

02　 

10,728 

10,783 

10,836 

10,886 

10,927 

10,943 

10,929 

10,941 

10,933 

10,952 

10,947 

10,960 

10,971 

10,968 

10,968 

10,975 

10,979 

10,982 

 

5,368 

5,331 

5,356 

5,369 

5,331 

5,350 

5,348 

5,289 

5,262 

5,296 

5,312 

5,351 

5,373 

5,382 

5,347 

5,328 

5,332 

5,361 

 

755 

774 

754 

829 

835 

811 

1,075 

834 

801 

801 

1,012 

789 

792 

811 

803 

795 

810 

1,002 

 

279 

317 

320 

340 

359 

353 

356 

368 

349 

359 

362 

361 

356 

352 

339 

343 

345 

344 

 

102.1 

107.3 

103.8 

109.2 

109.6 

99.9 

96.8 

94.9 

90.2 

87.5 

87.0 

92.9 

92.3 

96.1 

92.7 

91.0 

87.5 

 

2,394,818 

2,529,993 

2,506,804 

2,597,580 

2,768,427 

2,587,151 

2,463,954 

2,569,925 

2,578,948 

2,710,557 

2,925,681 

2,850,509 

2,745,950 

2,671,591 

2,518,749 

2,519,722 

2,513,230 

2,333,073 

 

15.6 

5.6 

-0.9 

3.6 

6.6 

-1.1 

-3.2 

-5.4 

-5.4 

-4.3 

-5.5 

-5.9 

-3.9 

-5.1 

-6.5 

-6.2 

-7.7 

-9.8 

 

16.9 

5.0 

-3.3 

5.2 

0.3 

-12.2 

-13.0 

-16.4 

-18.1 

-16.4 

-18.5 

-19.3 

-17.2 

-18.3 

-20.0 

-18.4 

-20.8 

 

6,514 

6,462 

6,446 

6,412 

6,330 

6,346 

6,291 

6,203 

6,193 

6,266 

6,306 

6,360 

6,411 

6,381 

6,361 

6,346 

6,337 

6,323 

 

6,793 

6,779 

6,766 

6,752 

6,689 

6,684 

6,622 

6,560 

6,542 

6,649 

6,691 

6,735 

6,771 

6,722 

6,693 

6,692 

6,680 

6,654 

 

労働力 
人口 

短時間 
女性雇用 
者数1） 

就業者数 雇用者数 
失業者数 雇用保険受給者実人員 月間有効求職者数 

季調値 前年比 前年比 

11 

12

02年　月 

03年　月 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

新規求職 
申込件数 

資料出所 厚生労働省「一般職業紹介状況」 厚生労働省「毎月勤労統計調査」 

1998年 

99　 

2000年 

01　 

02　 

15.4 

4.2 

-0.2 

5.0 

9.2 

-1.1 

-1.7 

-3.0 

-0.5 

-0.6 

-5.4 

-1.4 

7.0 

-4.6 

-5.2 

2.8 

-5.5 

-11.0 

 

-15.3 

-4.6 

22.0 

4.2 

-3.1 

6.9 

11.0 

10.7 

11.5 

10.2 

9.2 

9.6 

11.2 

10.2 

10.5 

13.8 

15.4 

16.2 

 

-11.9 

-0.7 

19.9 

1.5 

0.6 

7.0 

12.6 

12.3 

10.1 

8.5 

8.0 

8.2 

12.6 

9.8 

9.0 

17.8 

15.9 

12.1 

 

0.53 

0.48 

0.59 

0.59 

0.54 

0.57 

0.59 

0.60 

0.61 

0.60 

0.60 

0.61 

0.61 

0.62 

0.63 

0.66 

0.70 

0.74 

 

0.50 

0.49 

0.62 

0.56 

0.56 

0.99 

1.02 

1.02 

0.99 

1.06 

1.03 

0.99 

0.96 

1.04 

1.08 

1.09 

1.21 

1.25 

 

4.2 

3.4 

3.2 

3.6 

4.2 

4.2 

3.6 

2.4 

1.5 

2.1 

1.7 

1.3 

1.0 

2.5 

2.8 

2.5 

3.9 

0.8p 

 

0.2 

-0.3 

-0.2 

-0.2 

-0.6 

-0.8 

-0.7 

-0.6 

-0.7 

-0.6 

-0.8 

-0.6 

-0.6 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.3 

-0.2p

-1.2 

-2.3 

-1.5 

-2.0 

-4.3 

-3.9 

-3.5 

-3.3 

-3.1 

-2.8 

-2.7 

-2.3 

-2.1 

-1.9 

-1.9 
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-1.8 
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-0.8 

-1.0 

-1.0 

-1.1 

-1.8 

-2.0 

-1.9 

-1.5 

-1.4 

-1.3 

-1.5 

-1.2 

-1.1 

1.4 

-1.3 

-1.1 

-1.5 

-0.7p 

 

1,265,216 

1,206,889 

1,472,596 

1,534,182 

1,486,484 

1,554,343 

1,453,547 

1,513,982 

1,602,350 

1,751,645 

1,715,171 

1,581,452 

1,534,779 

1,585,243 

1,603,148 

1,754,752 

1,857,801 

1,806,082 

 

新規求人数 月間有効求人数 

前年比 前年比 

有効求人 
倍率 

新規求人 
倍率 

常用雇用(前年比） 

季調値 季調値 製造業 
一般労働者 

（前年比） 
パートタイム 
労働者 

1998年 

99　 

2000年 

01　 

02　 

11 

12

02年　月 

03年　月 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

労働組合員数 



％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

万人 万人 万人 万人 万人 ％ ％ ％ ％ 
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現金給与総額 
（前年比） 

総実労働時間 
（前年比） 

所定外労働時間 
（前年比） 

労働生産性 
（製造業） 

賃金コスト 
（製造業） 

（前年比） 前年比 

資料出所 

注3）アメリカ：16歳以上。  イギリス：16歳以上。月数値については、2ヶ月前からの3ヶ月間の平均値である。 
　　 ドイツ　：公務員及び臨時雇用者を除く。  フランス：就業者数（年）及び雇用者数（四半期）である。 

厚生労働省「毎月勤労統計調査」 労働政策研究・研修機構 
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ラスパイレス指数 

表　男女間賃金格差 

図　賃金指数 

今月のキーワード解説 

（情報解析課長　井嶋俊幸） 

年 

1990 
1995 
2000 
2001 
2002

60.2 
62.5 
65.5 
65.3 
66.5

76.2 
76.4 
78.1 
78.1 
79.0

単純比較 労働者構成調整比較 

　また、同様な考え方を用いると、労働者構成の異なった集団
の賃金比較にも応用することができます。例えば、男性と女性
の所定内給与をそのまま単純に比較すると、2002年では、男性
100.0に対して、女性66.5となっていますが、学歴、勤続年数，
企業規模別の労働者構成を男性を基準として女性の所定内給与
をラスパイレス式で試算した格差をみると、2002年では79.0とな
ります。経年変化をみるといずれの年も単純比較の方が格差が
大きくなっていますが、単純比較による格差が縮小するほどに
は労働者構成を調整した格差は縮小していません。これは女性
の働き方が高学歴化、勤続期間の長期化等により男性の働き方
に近づいているためと推測されます。 

注）ラスパイレス指数という言葉は国家公務員と地方公務員の賃金比較によく使われますが、本来、ラスパイレスとは18世
紀に活躍したドイツの統計学者・経済学者の名前です。異なる時点（あるいは集団）を比較する場合に基準となる方の構成
ウェイトで加重平均を取って比較する方法をこれを提唱したラスパイレスにちなんでラスパイレス式（Laspeyres formula)とい
い、作成された指数をラスパイレス指数（Laspeyres index)といいます。 

　昨年と比べて労働者の賃金がどのくらい上がったのか（あるいは下がったのか）は、賃金構造基本統計
調査などから得られる平均賃金をその一年前の平均賃金と比較することよって求めることができます。し
かしながら今年と昨年では労働者構成が異なっているため、単純に賃金を比較した場合には賃金の純粋な
増減率（いわゆるベースアップ・ベースダウン）のほかに労働者構成の変化に伴う賃金変動分が含まれる
ことになります。 
　賃金の純粋な増減率を明らかにするためには、労働者構成の変化を除去して求めなければなりません。
そのために労働政策研究・研修機構ではラスパイレス指数（注）を作成しています。 
　具体的には、まず基準となる年を定めて、性（2区分）、学歴（4区分）、年齢階級（12区分）、勤続年
数階級（9区分）のすべてをクロスした区分（2×4×12×9=864）ごとに各年の賃金と基準となる年の労働
者数を集計します（これは、賃金構造基本統計調査から得られます）。次に、基準となる年の労働者数を
ウェイトとして、各年の区分ごとの賃金を加重平均します。最後に、基準となる年が100.0となるように指
数化したものをラスパイレス賃金指数としています。 
　1985年以降をみると、単純平均賃金指数では2002年に減少に転じていますが、ラスパイレス賃金指数を
みると、1998年から既に減少し始めています。新規採用が抑制され賃金の高い労働者の割合が高まるなど
労働者構成の変化が平均賃金の増加の方向に寄与してきたため見かけ上は増加するように見えていたこと
がわかります。 

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より労働政策研究・研修機構試算 

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より 
　　　労働政策研究・研修機構試算 
注）  男性＝100.0とした 
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シンポでは国連の報告書も討論の材料に 

外
国
人
の
大
量
受
け
入
れ
は
不
可
避
か
―
社
会
保
障
・
人
口
問
研
主
催
 

シンポジウムから 　
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
論
議
が
い
ま
、

盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
い
る
。
日
本
の
将
来

人
口
は
二
〇
〇
六
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
に
転

じ
、
少
子
高
齢
化
が
こ
の
ま
ま
進
め
ば
、
二

〇
五
〇
年
に
は
三
分
の
一
以
上
が
六
五
歳
以

上
に
な
り
、
経
済
や
社
会
保
障
の
新
た
な
担

い
手
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
日
本
人
が

就
き
た
が
ら
な
い
よ
う
な
分
野
で
の
労
働
力

不
足
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。 

 

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
は
昨

年
一
二
月
一
六
日
、
東
京
都
内
で
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
人
口
減
日
本
の
選
択
―
外
国
人
労
働

力
を
ど
う
す
る
？
」
を
開
催
し
た
。
阿
藤
誠

研
究
所
長
が
冒
頭
、
①
外
国
人
労
働
力
の
大

量
受
け
入
れ
は
不
可
避
か
②
ど
の
よ
う
な
分

野
・
受
け
入
れ
方
法
が
適
当
か
③
本
格
的
な

移
民
社
会
の
到
来
に
向
け
、
準
備
は
で
き
て

い
る
の
か
―
―
な
ど
の
課
題
を
提
起
。
こ
れ

に
対
し
、
マ
ー
ラ
・
ア
シ
ス
フ
ィ
リ
ピ
ン
ス

カ
ラ
ブ
リ
ニ
研
究
所
研
究
部
長
、
マ
イ
ケ
ル
・

タ
イ
ト
ル
バ
ウ
ム
米
ス
ロ
ー
ン
財
団
研
究
部

長
、
井
口
泰
関
西
学
院
大
学
経
済
学
部
教
授
、

早
瀬
保
子
日
本
貿
易
振
興
機
構
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
主
幹
、
山

川
隆
一
筑
波
大
学
社
会
科
学
系
大
学
院
教
授
、

キ
ー
・
プ
ー
コ
ン
立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大

学
ア
ジ
ア
太
平
洋
学
部
教
授
ら
が
討
論
し
た

（
モ
デ
レ
ー
タ
＝
小
島
宏
社
会
保
障
・
人
口

問
研
国
際
関
係
部
長
）。 

   

毎
年

六
四
万
の
受
け
入
れ
必
要 

 

国
連
人
口
部
が
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
発
表

し
た
報
告
書
『
補
充
移
民
―
そ
れ
は
人
口
減

退
・
高
齢
化
に
対
す
る
解
決
策
か
』
は
、
先

進
諸
国
は
総
じ
て
、
労
働
力
の
大
量
移
入
な

し
に
二
〇
五
〇
年
ま
で
の
人
口
減
少
を
回
避

で
き
な
い
と
す
る
。
日
本
に
つ
い
て
は
、
九

五
年
の
生
産
年
齢
人
口
を
維
持
し
た
け
れ
ば

二
〇
五
〇
年
ま
で
毎
年
六
四
万
七
〇
〇
〇
人
、

六
五
歳
以
上
（
潜
在
扶
養
者
）
に
対
す
る
比

率
を
維
持
す
る
に
は
同
一
〇
四
七
万
一
〇
〇

〇
人
と
い
う
、
大
規
模
な
受
け
入
れ
が
必
要

に
な
る
と
試
算
し
て
い
る
。 

　
キ
ー
　
移
民
の
受
け
入
れ
は
単
な
る
人
の

移
動
で
な
く
、
多
様
な
文
化
を
認
め
、
権
利
・

義
務
を
課
し
て
社
会
的
統
合
を
図
る
プ
ロ
セ

ス
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
現
在
の
外

国
人
労
働
者
に
相
当
す
る
数
を
、
毎
年
受
け

入
れ
る
の
は
非
現
実
的
だ
。
国
連
の
試
算
は

あ
く
ま
で
警
告
に
す
ぎ
な
い
が
、
日
本
は
ど

の
先
進
諸
国
よ
り
深
刻
な
数
字
を
切
実
に
受

け
止
め
る
べ
き
だ
。 

 

井
口
　
と
く
に
日
系
人
の
定
住
傾
向
が
強

い
中
部
地
方
で
は
、
低
賃
金
か
つ
雇
用
が
不

安
定
で
、
増
え
る
不
登
校
児
の
非
行
、
雇
用

保
険
の
未
加
入
な
ど
自
治
体
の
対
応
の
枠
を

超
え
た
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
九
八
年
の

金
融
危
機
以
降
、
経
済
界
を
中
心
に
本
格
的

な
移
民
受
け
入
れ
時
代
の
到
来
を
展
望
す
る

論
調
が
強
ま
っ
て
い
る
が
、
慎
重
を
尽
く
す

べ
き
だ
。
と
り
わ
け
少
子
・
高
齢
化
に
、
人

口
の
一
割
超
の
増
加
を
伴
う
大
量
移
民
の
受

け
入
れ
で
対
処
す
る
考
え
方
は
、
あ
ま
り
に

も
非
現
実
的
。
わ
が
国
の
産
業
ニ
ー
ズ
に
適

合
せ
ず
生
産
性
の
低
下
を
も
た
ら
す
ば
か
り

か
、
失
業
や
社
会
不
安
を
生
み
出
す
可
能
性

さ
え
あ
る
。
米
国
の
国
籍
法
改
正
時
（
九
〇

年
）
の
議
論
に
蓄
積
が
あ
る
が
、
不
熟
練
の

大
量
移
民
は
必
ず
し
も
「
繁
栄
」
を
も
た
ら

さ
な
い
。
重
要
な
の
は
移
民
の
質
の
確
保
だ
。 

 

一
方
、
わ
れ
わ
れ
の
試
算
に
よ
る
と
、
女

性
の
潜
在
労
働
力
を
引
き
出
し
や
す
い
よ
う

に
税
制
や
年
金
を
改
め
る
ほ
か
、
年
金
の
支

給
開
始
年
齢
を
七
〇
歳
に
引
き
上
げ
、
高
齢

者
の
継
続
雇
用
を
義
務
づ
け
る
な
ど
の
大
胆

な
改
革
を
行
え
ば
、
当
面
二
〇
二
五
年
ま
で

の
毎
年
の
喪
失
労
働
力
は
二
〇
〜
三
〇
万
人

ま
で
抑
制
で
き
る
。
さ
ら
に
次
世
代
育
成
支

援
対
策
推
進
法
な
ど
を
足
が
か
り
に
し
た
、

仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
歓
迎
す
る
素
地
の
醸

成
い
か
ん
で
、
二
五
年
以
降
も
減
少
ス
ピ
ー

ド
の
緩
和
が
可
能
だ
。 

　
タ
イ
ト
ル
バ
ウ
ム
　
少
子
化
は
先
進
諸
国

共
通
の
課
題
だ
が
、
日
本
の
特
徴
は
女
性
の

未
婚
率
の
高
さ
に
あ
る
。
欧
米
各
国
が
二
〇

〜
二
四
歳
で
六
〇
〜
七
〇
％
、
二
五
〜
二
九

歳
で
三
〇
〜
四
〇
％
な
の
に
対
し
、
日
本
は

同
八
八
％
、
五
四
％
に
も
の
ぼ
る
。
政
府
は

初
婚
に
何
が
障
壁
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
十
分
か
な
ど
見
直
し
て
み

る
必
要
が
あ
る
。 

   

専
門
受

け
入
れ
一
四
％
ど
ま
り 

 

円
高
と
経
済
格
差
の
拡
大
を
背
景
に
、
一

九
八
七
年
頃
か
ら
出
稼
ぎ
外
国
人
労
働
者
が

増
加
。
在
留
資
格
の
拡
大
や
日
系
人
の
就
労

自
由
の
制
度
化
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
九
〇
年

の
入
管
法
改
正
、
九
三
年
の
技
能
実
習
制
度

の
創
設
と
と
も
に
急
増
し
た
。
九
〇
年
に
二

六
万
人
だ
っ
た
外
国
人
労
働
者
（
不
法
在
留

を
含
む
）
は
、
二
〇
〇
〇
年
時
点
で
七
一
万

人
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、
皮
肉
に
も
興
行
を

除
く
専
門
・
技
術
的
分
野
の
受
け
入
れ
は
、

外
国
人
労
働
者
の
一
四
％
と
進
ん
で
い
な
い
。 

 

ア
シ
ス
　
日
本
と
同
じ
在
留
資
格
制
度
を

採
用
し
て
き
た
韓
国
だ
が
、
昨
年
七
月
に
「
外

国
人
労
働
者
の
雇
用
等
に
関
す
る
法
律
」
を

成
立
さ
せ
、
既
存
の
外
国
人
産
業
研
修
生
制

度
を
温
存
し
た
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
外
国
人

雇
用
許
可
制
を
導
入
し
た
。
〇
四
年
に
は
日

本
以
外
の
す
べ
て
の
東
ア
ジ
ア
各
国
で
、
単

純
労
働
力
の
受
け
入
れ
体
制
が
整
う
。
プ
ラ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
家
事
、
建
設
や
製
造
、
看

護
・
介
護
が
、
先
進
諸
国
民
に
と
っ
て
魅
力

的
な
仕
事
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

外
国
人
労
働
者
の
六
割
超
が
ア
ジ
ア
出
身
と

い
う
日
本
で
も
、
す
で
に
男
性
は
製
造
工
程
、

女
性
は
興
行
に
不
可
欠
な
存
在
。
前
者
に
は

日
系
人
や
技
能
研
修
生
、
後
者
は
実
態
を
伴

わ
な
い
興
行
を
専
門
・
技
術
的
分
野
に
分
類

す
る
と
い
う
形
で
、
単
純
労
働
者
が
補
充
さ

れ
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
い
び
つ
な
法
制

度
の
放
置
が
、
ひ
い
て
は
不
法
就
労
や
犯
罪

を
助
長
し
、
結
果
と
し
て
彼
ら
へ
の
嫌
悪
感



51

シンポジウムから 

Business Labor Trend  2004.2

ロンドン大学のＲ･ドーア教授が基調講演した 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
仕
事
の
未
来
―
東
大
・
Ｉ
Ｌ
Ｏ
共
催
 

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。 

 
井
口
　
財
務
省
の
あ
る
官
僚
が
、
「
労
働

市
場
を
開
放
し
な
い
限
り
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ

Ｔ
Ａ
）
は
結
べ
な
い
」
と
発
言
し
た
そ
う
だ

が
、
必
ず
し
も
正
確
な
見
方
で
は
な
い
。
例

え
ば
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
要
求
し
て
い
る
看
護
・

介
護
労
働
者
の
受
け
入
れ
は
、
世
界
貿
易
機

関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
協
定
上
の
考
え
方
に
則
り
、

あ
く
ま
で
サ
ー
ビ
ス
貿
易
の
自
由
化
の
一
環

で
人
の
移
動
を
認
め
れ
ば
い
い
。
検
討
し
て

い
る
看
護
師
や
介
護
士
資
格
の
相
互
承
認
で
、

当
面
は
十
分
な
成
果
が
期
待
で
き
る
。 

   

必
要

な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成 

 

厚
生
労
働
省
は
〇
二
年
七
月
、
「
外
国
人

雇
用
問
題
研
究
会
報
告
」
の
な
か
で
、
外
国

人
労
働
者
の
受
け
入
れ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

米
、
仏
、
英
な
ど
が
採
用
し
て
い
る
労
働
市

場
テ
ス
ト
や
ス
イ
ス
な
ど
の
数
量
割
当
制
度
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
雇
用
率
・
雇
用
税
、
カ
ナ

ダ
の
ポ
イ
ン
ト
制
、
ド
イ
ツ
の
協
定
方
式
な

ど
を
比
較
整
理
し
、
国
民
的
議
論
の
必
要
性

を
説
い
た
。 

　
タ
イ
ト
ル
バ
ウ
ム
　
移
民
受
け
入
れ
の
可

否
は
日
本
国
民
が
選
択
す
べ
き
こ
と
。
し
か

し
一
方
で
、
単
純
労
働
者
の
受
け
入
れ
ニ
ー

ズ
も
あ
る
以
上
、
対
応
す
る
法
制
度
を
整
備

す
る
時
機
に
き
て
い
る
と
思
う
。
臨
時
的
な

対
処
の
繰
り
返
し
で
そ
の
場
を
し
の
い
で
き

た
国
々
は
結
局
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
定
住
化
に

直
面
し
社
会
的
な
ゆ
が
み
に
困
惑
し
て
い
る
。 

　
キ
ー
　
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
な
ど
移
民
開
国
だ
け
で
な
く
中
国
、
韓
国

な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
と
対
比
し
て
、
日
本
が
明

ら
か
に
異
な
る
の
は
移
民
を
ど
う
し
た
い
か

の
明
確
な
コ
メ
ン
ト
を
発
し
て
い
な
い
点
だ
。 

 

山
川
　
労
働
基
準
法
第
三
条
は
、
国
籍
に

よ
る
労
働
条
件
差
別
を
禁
止
。
雇
用
労
働
条

件
指
針
は
、
労
災
な
ど
安
全
衛
生
面
で
も
外

国
人
労
働
者
に
分
か
り
や
す
い
形
で
周
知
・

徹
底
す
る
よ
う
規
定
し
て
い
る
。
労
働
組
合

法
は
外
国
人
労
働
者
の
組
合
、
団
体
交
渉
も

認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
採
用
に
お
け
る
差
別

を
除
け
ば
、
統
合
の
た
め
の
整
備
は
そ
れ
な

り
に
な
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
残
る

当
面
の
課
題
は
団
交
も
含
め
紛
争
解
決
シ
ス

テ
ム
の
利
用
し
や
す
さ
の
追
求
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
外
国
人
労
働
者
施
策
を
省
庁
横
断
的
に

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
機
関
が
あ
る
と
い
い
。 

 

井
口
　
川
崎
市
や
京
都
市
な
ど
は
、
日
系

人
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
住
民
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ

（
非
政
府
組
織
）
関
係
者
の
意
見
を
定
期
的

に
き
く
機
会
を
設
け
て
い
る
。
移
民
の
受
け

入
れ
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
ら
の
声

の
把
握
も
重
要
だ
。 

　
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
と
東
京
大
学

の
共
催
に
よ
る
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
社
会
政
策

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
仕
事
の

未
来
」
が
、
一
二
月
一
〜
三
日
、
東
京
大
学

で
開
催
さ
れ
た
。
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
一

九
六
九
年
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を

受
賞
し
た
こ
と
を
記
念
し
て
、
一
九
九
三
年

以
来
隔
年
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
国
際
労
働
問
題
研
究

所
と
世
界
の
主
要
大
学
と
の
共
催
で
行
わ
れ

て
い
る
も
の
。 

 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の

ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
教
授
が
基
調
講
演
を
行

い
、
そ
れ
を
受
け
国
内
外
か
ら
招
か
れ
た
研

究
者
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の

ほ
か
、
最
終
日
に
は
政
労
使
の
代
表
を
交
え

た
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

仕
事
の
未
来
」
が
行
わ
れ
た
。 

 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
総
括
に
当
た
る
同
テ
ー

ブ
ル
で
は
、
多
様
な
資
本
主
義
が
あ
る
な
か

で
、
米
国
型
資
本
主
義
が
各
国
固
有
の
制
度
・

文
化
な
ど
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
、
幅
広
い
観
点
か
ら
議

論
さ
れ
た
。 

 
厚
生
労
働
省
総
括
審
議
官
の
長
谷
川
真
一

氏
は
、
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行

は
、
労
働
政
策
に
も
影
響
を
与
え
る
。
変
化

に
対
す
る
労
働
政
策
の
姿
勢
と
し
て
は
、
原

則
的
に
は
中
立
的
な
立
場
で
あ
る
」
と
、
政

府
の
立
場
を
示
し
た
。
ま
た
、
最
近
の
大
き

な
政
策
課
題
と
し
て
、
と
く
に
三
〇
代
を
中

心
と
す
る
恒
常
的
な
長
時
間
労
働
と
若
年
無

業
・
フ
リ
ー
タ
ー
の
問
題
を
指
摘
。
こ
う
し

た
新
た
な
課
題
に
対
し
て
政
策
を
考
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
時
に
、

政
労
使
の
三
者
構
成
に
よ
る
政
策
決
定
プ
ロ

セ
ス
は
引
き
続
き
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
く
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。 

 

労
働
者
代
表
の
加
藤
裕
治
・
自
動
車
総
連

会
長
（
連
合
副
会
長
）
は
、
わ
が
国
も
株
主

重
視
な
ど
米
国
型
資
本
主
義
の
強
い
影
響
を

受
け
つ
つ
あ
る
が
、
「
米
国
型
が
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン
と
い
う
考
え
方
は
薄
ら
い
で
き
て
い
る
」

と
述
べ
、
従
来
の
日
本
型
は
、
馴
合
い
、
特

権
、
既
得
権
と
い
っ
た
、
負
の
側
面
も
あ
る

が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
も
た
ら
す

正
の
側
面
を
活
用
し
て
負
の
側
面
を
修
正
し

て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
強
調
。
一
方
、

女
性
の
職
域
拡
大
や
雇
用
形
態
の
多
様
化
に

対
応
で
き
る
よ
う
な
新
た
な
日
本
型
仕
事
給

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
訴
え
た
。 

 

使
用
者
代
表
の
加
藤
丈
夫
・
富
士
電
機
ホ

ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
会
長
は
、
現
状
を
み
る
と

労
働
者
が
夢
を
持
て
な
い
状
況
に
あ
る
と
し
、

そ
の
責
任
の
一
端
は
、
大
規
模
リ
ス
ト
ラ
、

新
規
採
用
の
抑
制
、
早
期
退
職
な
ど
を
行
っ

て
い
る
企
業
側
に
も
あ
る
と
述
べ
た
。
一
方
、

企
業
は
、
早
期
退
職
の
増
加
、
技
術
の
伝
承

に
影
響
が
で
る
の
で
は
と
不
安
を
抱
え
て
い

る
と
報
告
。
そ
の
う
え
で
、
「
今
、
企
業
は
、

社
会
的
責
任
、
社
会
に
対
す
る
貢
献
を
真
剣

に
考
え
始
め
て
い
る
」
と
語
っ
た
。 

 

菅
野
和
夫
・
東
京
大
学
教
授
が
、
最
後
に

総
括
と
し
て
、
九
〇
年
代
は
米
国
型
資
本
主

義
の
影
響
を
各
国
が
受
け
た
が
、
米
国
の
覇

権
に
収
斂
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
「
多
様

性
が
残
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
」
と
締
め

く
く
っ
た
。 
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正
月
気
分
が
抜
け
き
ら
な
い
一
月
五
日
。

「
さ
い
た
ま
大
都
市
圏
就
職
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
」
に
設
置
さ
れ
て
い
る
一
六
〇
台

の
求
人
検
索
用
パ
ソ
コ
ン
は
利
用
者
で
ほ

ぼ
埋
ま
っ
て
い
た
。
同
セ
ン
タ
ー
は
、
平

成
一
三
年
の
緊
急
雇
用
対
策
に
盛
り
込
ま

れ
た
目
玉
事
業
の
一
つ
。
求
職
者
が
多
く

集
ま
る
首
都
圏
と
関
西
圏
で
の
早
期
就
職

を
促
進
す
る
た
め
、
大
阪
、
東
京
、
埼
玉

の
三
カ
所
で
の
設
置
が
決
ま
っ
た
。 

　
埼
玉
県
内
は
も
と
よ
り
、
東
京
都
と
千

葉
・
神
奈
川
両
県
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
受

理
し
た
求
人
情
報
を
手
軽
に
入
手
で
き
る

の
が
最
大
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
。
さ
ら

に
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
職
員
を
は
じ
め
ス

タ
ッ
フ
約
五
〇
人
に
よ
る
個
別
の
職
業
相

談
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
就
職
支
援
セ
ミ

ナ
ー
な
ど
多
種
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
一
カ

所
で
受
け
ら
れ
る
の
も
同
セ
ン
タ
ー
の
特

徴
だ
。
Ｊ
Ｒ
大
宮
駅
西
口
か
ら
徒
歩
五
分

の
好
立
地
条
件
に
加
え
、
平
日
は
午
前
一

〇
時
〜
七
時
ま
で
、
土
曜
日
も
午
後
五
時

ま
で
開
庁
し
て
い
る
の
で
、
在
職
中
の
再

就
職
希
望
者
も
利
用
し
や
す
い
。 

　
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
体
制
や
利
便
性
が

平
成
一
四
年
三
月
の
オ
ー
プ
ン
当
初
か
ら

好
評
で
、
一
日
の
平
均
利
用
者
数
は
約
一

〇
〇
〇
人
で
推
移
。
昨
年
一
年
間
の
検
索

利
用
数
は
三
〇
万
人
を
突
破
し
た
。
武
政

隆
司
室
長
が
セ
ン
タ
ー
に
赴
任
し
た
の
は
、

昨
年
四
月
。
昭
和
四
七
年
の
採
用
か
ら
、

職
業
安
定
行
政
一
筋
の
武
政
さ
ん
に
と
っ

て
も
、
こ
の
数
は
予
想
を
は
る
か
に
超
え

て
い
た
。 

　
長
期
雇
用
が
揺
ら
い
だ
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
、
人
手
不
足
で
採
用
担
当
者
が
求
職
者

の
掘
り
起
こ
し
を
頼
み
に
来
た
バ
ブ
ル
期
、

失
業
率
五
％
に
高
ど
ま
っ
た
ま
ま
の
平
成

不
況
、
武
政
さ
ん
は
「
そ
の
裏
と
表
を
み

て
き
た
」。雇
用
情
勢
の
悪
さ
を
反
映
す
る

よ
う
に
不
満
を
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
で
ぶ
つ

け
る
利
用
者
も
目
立
つ
。
東
京
か
ら
の
一

件
の
求
人
に
対
し
て
、
一
〇
〇
人
以
上
の

求
職
者
が
殺
到
し
、
ほ
と
ん
ど
が
面
接
に

も
た
ど
り
つ
け
な
い
厳
し
い
現
状
が
引
き

起
こ
す
出
来
事
と
い
え
る
が
、
失
業
者
も

一
様
で
は
な
い
こ
と
を
昨
年
経
験
し
た
。 

　
一
月
に
大
宮
職
安
管
内
の
建
設
会
社
が

倒
産
。
多
数
の
失
業
者
が
生
ま
れ
た
。
職

安
を
あ
げ
て
早
期
再
就
職
に
向
け
た
支
援

体
制
を
築
き
、
い
ざ
求
職
者
と
の
面
談
に

の
ぞ
む
と
、
再
就
職
を
急
い
で
い
る
人
は

少
な
く
、
家
族
と
相
談
し
、
じ
っ
く
り
と

再
就
職
先
を
決
め
た
い
と
い
う
人
の
ほ
う

が
多
か
っ
た
。
「
自
分
達
の
感
覚
が
ず
れ

て
い
た
」
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。 

　
と
は
い
え
失
業
は
人
の
人
生
を
大
き
く

狂
わ
せ
る
。
「
緊
張
感
を
も
っ
て
仕
事
を

す
る
姿
勢
が
欠
か
せ
な
い
が
、
何
か
し
て

あ
げ
る
よ
り
、
何
が
で
き
る
か
を
大
切
に

し
た
い
」
と
自
ら
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。 

　
求
人
企
業
に
望
む
こ
と
を
聞
い
た
と
こ

ろ
、
「
求
職
者
側
に
立
っ
た
対
応
を
」
と

の
答
え
。
面
接
時
に
明
日
か
ら
で
も
採
用

し
た
い
と
い
う
口
ぶ
り
の
説
明
を
受
け
た

直
後
に
不
採
用
の
連
絡
が
く
る
と
、
シ
ョ

ッ
ク
は
大
き
い
。
「
過
大
な
期
待
を
も
た

せ
る
こ
と
は
避
け
て
欲
し
い
」
。
一
方
、

求
職
者
側
に
も
「
ど
こ
で
も
い
い
か
ら
で

は
な
く
、
こ
れ
だ
け
は
譲
れ
な
い
と
い
う

も
の
を
も
っ
て
、
求
職
活
動
を
し
て
ほ
し

い
」
と
注
文
を
つ
け
る
。
　
（
調
査
部
） 
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各地の学窓から 各
地
の
学
窓
か
ら
 

『
沖
縄
を
見
る
、 

 
沖
縄
か
ら
見
る
』 

新
豊
　
直
輝
　
 

（
琉
球
大
学
法
文
学
部
 

　
 
総
合
社
会
シ
ス
テ
ム
学
科
助
教
授
） 

沖　縄 

Business Labor Trend  2004.2

　
沖
縄
の
労
働
市
場
の
特
徴
と
い
え
ば
、
ま

ず
、
高
失
業
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
沖
縄
は
高
い
失
業
率
に
悩
ま
さ
れ
、
平

成
一
四
年
で
は
八
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
高
い
労
働
移
動

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
沖
縄
の
労
働

者
は
、
簡
単
に
会
社
を
辞
め
、
短
い
失
業
期

間
で
次
の
職
を
見
つ
け
る
傾
向
が
あ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
自
由
な
生
き
方
を

志
向
す
る
沖
縄
の
人
の
好
み
と
と
も
に
、
企

業
の
新
陳
代
謝
が
活
発
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

沖
縄
の
開
業
率
と
廃
業
率
は
全
国
で
も
最
高

水
準
で
、
多
く
の
企
業
が
新
規
に
生
ま
れ
職

が
創
出
さ
れ
る
一
方
、
企
業
の
倒
産
に
伴
う

失
業
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
沖
縄
の
労
働
市

場
で
は
、
労
働
者
も
企
業
も
動
き
が
激
し
い

の
で
あ
る
。 

　
こ
の
よ
う
な
沖
縄
の
労
働
市
場
の
構
造
を

生
み
出
す
要
因
と
し
て
、
企
業
が
育
っ
て
い

な
い
と
い
う
事
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

沖
縄
企
業
の
ほ
と
ん
ど
が
中
小
・
零
細
企
業

で
あ
り
、
こ
う
し
た
企
業
は
、
新
卒
の
学
生

を
長
期
雇
用
の
な
か
で
教
育
訓
練
す
る
こ
と

に
熱
心
で
は
な
い
。
沖
縄
企
業
は
、
労
働
者

を
中
途
で
即
戦
力
採
用
す
る
傾
向
が
強
く
、

そ
の
た
め
、
労
働
移
動
も
激
し
く
な
る
わ
け

で
あ
る
。 

 

企
業
に
よ
る
教
育
・
訓
練
が
活
発
で
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
沖
縄
の
若
年
に
と
っ
て
は

職
業
能
力
を
高
め
る
機
会
が
乏
し
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
高
い
若
年
失
業

率
や
多
く
の
フ
リ
ー
タ
ー
を
生
み
出
す
一
方
、

労
働
者
の
平
均
的
質
を
低
め
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
結
果
、
企
業
の
競
争
力
は
低
く
な
り
、

企
業
も
雇
用
も
、
脆
弱
で
不
安
定
な
存
在
と

な
る
。
こ
う
し
た
悪
循
環
の
問
題
が
、
沖
縄

の
構
造
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

 

以
上
よ
り
、
皆
さ
ん
は
何
を
思
い
浮
か
べ

る
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
日
本
の
未
来
の

姿
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
従
来
の
日
本
で
は
、

多
く
の
企
業
が
、
長
期
雇
用
を
前
提
に
新
卒

の
労
働
者
を
採
用
し
、
教
育
訓
練
に
よ
っ
て

一
人
前
に
育
て
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
企
業

の
生
産
性
を
高
め
る
と
同
時
に
、
学
生
か
ら

職
業
人
へ
の
安
定
し
た
移
行
を
も
た
ら
し
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

今
、
こ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
長
引
く

不
況
の
も
と
動
揺
を
し
て
い
る
。
多
く
の
若

者
が
教
育
訓
練
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
沖
縄

は
、
日
本
の
危
惧
さ
れ
る
将
来
像
を
示
唆
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
他
方
、
沖
縄

で
は
、
逆
の
変
化
、
本
土
化
が
進
展
中
で
あ

る
。
企
業
が
徐
々
に
育
ち
つ
つ
あ
り
、
本
土

と
沖
縄
の
労
働
市
場
構
造
は
近
づ
き
つ
つ
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
） 

 

歴
史
的
・
地
理
的
・
政
治
的
な
特
殊
事
情

の
た
め
、
沖
縄
に
は
全
国
共
通
で
の
政
策
で

な
く
、
特
別
な
制
度
・
政
策
が
必
要
と
さ
れ
、

実
際
、
様
々
な
沖
縄
特
別
措
置
・
振
興
策
が

実
施
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
特
別
施
策
は
、

沖
縄
と
日
本
が
同
じ
問
題
に
直
面
し
て
い
る

場
合
に
は
、
全
国
に
適
用
す
る
前
段
階
の
実

績
づ
く
り
と
い
う
意
味
で
、
日
本
全
体
に
も

意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
政

府
が
沖
縄
振
興
計
画
で
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
し

つ
つ
新
し
い
失
業
対
策
を
沖
縄
に
適
用
す
る

こ
と
は
、
高
失
業
に
悩
む
沖
縄
と
、
変
化
に

対
す
る
的
確
な
政
策
を
必
要
と
す
る
日
本
の

双
方
に
と
っ
て
有
益
な
可
能
性
が
あ
る
。
沖

縄
へ
の
援
助
・
補
償
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き

た
沖
縄
特
別
措
置
・
振
興
策
を
、
今
後
、
違

う
形
で
活
用
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
べ
き
か

も
し
れ
な
い
。 

  

し
ん
と
よ
　
な
お
き
　
琉
球
大
学
法
文
学
部

助
教
授
。
理
論
経
済
学
専
攻
。
主
な
論
文
に
、

「
ホ
ー
ル
ド
・
ア
ッ
プ
問
題
と
失
業
―
―
労

働
市
場
の
流
動
化
は
望
ま
し
い
か
？
」『
日

本
経
済
研
究
』
三
八
号
、
「
企
業
内
訓
練
と

外
部
労
働
市
場
」
『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』

四
八
一
号
な
ど
。 
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私　の　こ　の　一　冊 

『中国労働運動の歴史』 

篠田　徹（しのだ・とおる） 
早稲田大学社会科学部教授 

中村三登志　著  
亜紀書房　（1978年発行） 

1959年生まれ。早稲田大学政治学研究科博士課程中退。北九州大学専
任講師などを経て、早稲田大学専任講師、同助教授から現職。96年か
ら98年まで、ハーバード大学ライシャワー日本研究所客員研究員。著
書に、『世紀末の労働運動』（岩波書店）ほか。 

　
ハ
イ
テ
ィ
ー
ン
の
頃
「
ひ
と
り
マ
オ

イ
ス
ト
」
だ
っ
た
。
ど
こ
の
党
派
や
活

動
に
も
参
加
せ
ず
（
そ
ん
な
度
胸
は
な

か
っ
た
）、聖
書
の
よ
う
に
毛
沢
東
語
録

を
読
み
、
文
化
大
革
命
の
「
美
し
い
」

記
事（
朝
日
が
特
に「
美
し
か
っ
た
」）に

耽
溺
し
た
。
実
態
が
知
ら
さ
れ
「
美
し

い
」
世
界
が
崩
れ
始
め
た
の
が
二
〇
歳

を
過
ぎ
た
頃
。
妻
に
な
る
人
と
出
会
っ

て
別
の
「
美
し
い
」
世
界
を
見
つ
け
た

八
〇
年
代
の
半
ば
に
は
、
改
革
・
開
放

に
ま
い
進
す
る
大
陸
に
も
う
「
私
の
中

国
」
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
「
農
村

か
ら
都
市
を
包
囲
す
る
」
毛
沢
東
路
線

で
打
ち
固
め
ら
れ
た
革
命
イ
メ
ー
ジ
の

お
か
げ
で
、
中
国
労
働
運
動
の
こ
と
な

ど
前
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
も
眼

中
に
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
現
実
を
直

視
す
る
覚
悟
が
で
き
、
こ
の
大
国
の
労

働
問
題
を
学
ぼ
う
と
ず
っ
と
本
棚
の
奥

で
眠
っ
て
い
た
本
書
の
頁
を
め
く
っ
て

感
嘆
の
声
を
上
げ
た
の
は
つ
い
こ
の
間

で
あ
る
。 

 

「
中
国
の
労
働
運
動
史
の
基
本
的
な

流
れ
に
つ
い
て
の
把
握
」
が
「
本
書
の

役
割
」
と
さ
れ
、
「
五
・
四
運
動
か
ら

社
会
主
義
的
改
造
に
入
る
直
前
」
を
目

安
に
、
一
九
一
二
年
の
中
華
民
国
成
立

あ
た
り
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立

し
五
六
年
以
降
大
躍
進
、
文
化
大
革
命

と
続
く
毛
沢
東
の
永
久
革
命
前
夜
ま
で

の
中
国
労
働
運
動
の
あ
ら
す
じ
が
、
平

易
な
文
章
で
バ
ラ
ン
ス
よ
く
（
政
治
的

に
も
）
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。 

 

中
で
も
興
味
深
い
逸
話
と
と
も
に
随

所
に
記
さ
れ
て
い
る
日
中
労
働
運
動
の

関
わ
り
は
実
に
教
訓
的
。 

 

ま
た
建
国
初
期
「
新
民
主
主
義
」
の

労
働
運
動
の
く
だ
り
は
今
後
を
考
え
る

上
で
極
め
て
示
唆
に
富
む
。 

 

各
章
初
め
に
は
そ
の
時
期
の
労
働
運

動
に
関
す
る
年
表
が
付
さ
れ
て
い
て
非

常
に
便
利
。
ま
た
巻
末
の
簡
潔
か
つ
適

切
な
（
そ
の
多
く
は
な
お
図
書
館
で
読

め
る
）
参
考
引
用
文
献
は
、
背
景
の
さ

ら
な
る
理
解
を
大
い
に
助
け
る
。
読
み

物
と
し
て
も
い
い
が
大
学
の
講
義
や
組

合
の
講
座
に
も
ぴ
っ
た
り
な
テ
キ
ス
ト
。 

 

著
者
は
一
九
二
六
年
東
京
の
生
ま
れ

で
、
四
五
年
に
二
松
学
舎
専
門
学
校
（
確

か
中
国
語
に
強
か
っ
た
は
ず
）
を
卒
業
。

四
九
年
以
後
全
造
船
、
電
機
労
連
、
全

労
会
議
に
勤
務
し
、
六
四
年
以
後
同
盟

教
育
文
化
部
長
、
国
際
部
長
、
七
四
年

広
報
部
長
を
経
て
、
本
書
を
出
し
た
七

八
年
に
離
職
し
て
い
る
。
中
国
（
特
に

大
陸
）
と
い
え
ば
総
評
と
思
い
込
ん
で

い
た
が
、
中
立
労
連
や
同
盟
も
い
ろ
い

ろ
だ
な
と
思
っ
た
。 



55

Business Labor Trend  2004.2

労働図書館／資料センター受け入れ図書 

BOOK新刊ピックアップ 

（200３年1２月に当機構資料センターが収蔵したおもな図書） 

『ルポ解雇―― 
この国でいま起きていること』 
ノンフィクションライター／島本慈子 著 

（岩波書店、本体700円） 

『年金はどうなる―― 
家族と雇用が変わる時代』 
東洋大学助教授／駒村康平 著 
（岩波書店、本体1,900円） 

『ケアマネ日記』 
読売新聞社会保障部 編 
（日本評論社、本体1,400円） 

　昨年修正の上可決・成立した労働基準法が、
労働者にとっての「不当解雇」の抑制をもた
らすのか、はたまた、使用者の解雇自由の世
界への一里塚であるのかは、分明ではない。
解雇抑制に対する改正労基法の法的実効性は
ともかく、世界的大競争状況の下では使用者
の総額人件費抑制の誘因は強まるばかりであ
り、整理解雇事件はいや増すであろう。著者
は、解雇される側の立場にたって、「誇りを
踏みにじられた」解雇命令に対する労働者の
裁判闘争を危機感をもって克明に記録してい
る。 

　2002年度の要支援・要介護認定者数360万人、
フリーターにも匹敵する膨大な数である。し
かも、介護すべき個人の状態、及びその個人
をとりまく状況は千差万別である。彼らのケ
アプランを作成するケアマネージャー（ケア
マネ）の力量が問われることになる。本書は
４人の現役ケアマネの手記を編集したもので
ある。社会性を失わない被介護者や、献身的
な介護者の姿に心打たれる。介護問題には、
制度とともに、介護する者、される者の人生
観が大きく関わる。第二部にQ&Aで介護保
険の基礎知識が付く。 

　年金問題は、高度高齢社会日本がかかえる
最大の政策課題の一つである。先の総選挙の
争点でもあった。しかし、年金問題を単独の
イシューとして、その拠出と給付の最適解を
析出することももとより大切であるが、社会
保障という範囲での年金、健康、雇用等の構
成要素間でのベストミックスを考察すること
はさらに重要である。本書は、雇用や家族な
ど年金をとりまく環境が変化しつつあるなか
での問題点を総合的に分析しており、この問
題を建設的に議論しようとするときのデータ
も豊富に掲載されている。 

岩波小辞典 社会学／宮島喬（岩波書店・本体価格3,000円） 
社会保険労務ハンドブック 平成16年版／全国社会保険労務士会連合会（中央経済社・本体価格3,500円） 
自分の仕事をつくる／西村佳哲（晶文社・本体価格1,900円） 
均等法をつくる／赤松良子（勁草書房・本体価格2,400円） 
ルポ 解雇／島本慈子（岩波書店・本体価格700円） 
都市の少子社会／金子勇（東京大学出版会・本体価格3,500円） 
働きたいのに…高校生就職難の社会構造／安田雪（勁草書房・本体価格2,400円） 
新版 社員の業績評価を正しく行う手順／松田憲ニ（中経出版・本体価格2,200円） 
2004年版 モデル賃金実態資料／産労総合研究所（経営書院・本体価格9,800円） 
役員・執行役員の報酬・賞与・退職金／荻原勝（経営書院・本体価格4,800円） 
平成15年版 送検事例と労働災害／労働調査会（労働調査会・本体価格1,200円） 
2003～2004  連合女性活動ハンドブック／連合総合男女平等局（日本労働組合総連合会・本体価格1,200円） 
自治労再生への挑戦／秋田孟（ウェイツ・本体価格1,400円） 
自律的な景気回復を確実にするために／連合総合生活開発研究所（連合総合生活開発研究所・本体価格1,524円） 
労働運動の理論発展史（下）／戸木田嘉久（新日本出版社・本体価格5,200円） 
2004年国民春闘白書／全労連・労働総研（学習の友社・本体価格952円） 
男女共同参画統計データブック／国立女性教育会館・伊藤陽一・杉橋やよい（ぎょうせい・本体価格2,190円） 
企業を変える 女性のキャリア・マネージメント／金谷千慧子（中央大学出版部・本体価格1,600円） 
図説 高齢者白書 2003年度版／三浦文夫（全国社会福祉協議会・本体価格3,000円） 
図説江戸7 江戸の仕事づくし／竹内誠（学習研究社・本体価格1,600円） 
eラーニングが創る近未来教育／先進学習基盤協議会（オーム社・本体価格1,600円） 
詳解 職業能力開発の現状／職業能力開発研究会（雇用問題研究会・本体価格3,000円） 
新しい時代の人材開発論／國部茂（京都総合研究所・本体価格1,700円） 
司法と人権／上条貞夫（法律文化社・本体価格8,000円） 
改正版 労基法のことが面白いほどわかる本／新井洋（中経出版・本体価格1,100円） 
21世紀型の社会保障の実現に向けて／社会保障将来像研究会（中央法規出版・本体価格3,500円） 
アジアの社会保障／広井良典・駒村康平（東京大学出版会・本体価格5,400円） 
選択の時代の社会保障／国立社会保障・人口問題研究所（東京大学出版会・本体価格4,400円） 
保険と年金の動向・厚生の指標2003年臨時増刊／厚生統計協会（厚生統計協会・本体価格1,800円） 
スウェーデンにおけるケアワークの変容と高齢者ケア政策／笹谷春美・今井陽子（東信堂・本体価格2,300円） 
イギリス地域福祉の形成と展開／田端光美（有斐閣・本体価格5,000円） 
介護サービス統計資料年報2003／生活情報センター（生活情報センター・本体価格14,800円） 

ケアマネ日記／読売新聞社会保障部（日本評論社・本体価格1,400円） 
在宅介護／和田要（NCコミュニケーションズ・本体価格1,800円） 
平成14年度社会福祉行政業務報告／厚生労働省大臣官房統計情報部（厚生統計協会・本体価格9,200円） 
企業年金の資産運用／浅野幸弘・藤林宏・矢野学（中央経済社・本体価格3,000円） 
年金はどうなる／駒村康平（岩波書店・本体価格1,900円） 
ライフデザイン白書2004-05／加藤寛（第一生命経済研究所・本体価格2,714円） 
国民生活動向調査／国民生活センター（国民生活センター・本体価格953円） 
平成14年版 観光の実態と志向／日本観光協会（日本観光協会・本体価格5,715円） 
エクセレントでみつけた生きがい働きがい／西村一郎（コープ出版・本体価格1,200円） 
カルロス・ゴーン 経営を語る／カルロス＝ゴーン・フィリップ＝エリス（日本経済新聞社・本体価格1,600円） 
コーポレート・ガバナンスの経済分析／花崎正晴・寺西重郎（東京大学出版会・本体価格5,200円） 
国際倒産法と比較法／貝瀬幸雄（有斐閣・本体価格8,800円） 
経済再生とサービス産業／飯盛信男（九州大学出版会・本体価格2,200円） 
年報“系列の研究” 第37集／経済調査協会（経済調査協会・本体価格36,000円） 
最新改訂 詳解  独立行政法人のすべて／朝日監査法人パブリックセクター部（ぎょうせい・本体価格3,905円） 
構造改革と日本経済／吉川洋（岩波書店・本体価格1,800円） 
新入社員に贈る一冊／日本経団連出版（日本経団連出版・本体価格1,000円） 
新入社員に贈る言葉／日本経団連出版（日本経団連出版・本体価格1,000円） 
ヨーロッパ統計年鑑 2002／ヨーロッパ連合（東洋書林・非売品） 
比較制度分析に向けて（新装版）／青木昌彦（NTT出版・本体価格3,900円） 
現代ロシア法／小森田秋夫（東京大学出版会・本体価格5,400円） 
統計でみる日本 2004／日本統計協会（日本統計協会・本体価格1,900円） 
改訂版 成熟社会の病理学／米川茂信・矢島正見（学文社・本体価格2,524円） 
人間を幸福にする経済／奥田碩（PHP研究所・本体価格740円） 
個人情報保護に関する世論調査（平成15年9月調査）／内閣府大臣官房政府広報室（内閣府大臣官房政府広報室・非売品） 
欲望社会／井上眞理子他（学文社・本体価格2,500円） 
市民セクター経済圏の形成／市民立法機構（日本評論社・本体価格2,200円） 
シンクタンク年報 2004／総合研究開発機構（総合研究開発機構・本体価格5,000円） 
アメリカ法／山岡永知（敬文堂・本体価格2,500円） 
団塊の世代とは何だったのか／由紀草一（洋泉社・本体価格740円） 
データでみる地域経済入門／坂本光司・南保勝・杉山知城（ミネルヴァ書房・本体価格2,800円） 
魂の労働／渋谷望（青土社・本体価格2,200円） 


